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宮城県柴田町

【人口規模】
・約３万６千人

【体制】
・柴田町ＤＸ推進本部：全庁的な方向性の決定
・推進部門（まちづくり政策課、総務課）：点検見直しの方針

等検討、規制の洗い出し、周知、照会、取りまとめ
・規制所管部門：見直しの方向性の検討、条例改正等の実施 

【所要期間】
・約１年～

※R7年度中を目途に一定の見直しを行い、R8年度以降におい
ても工程表に沿って計画的に見直しを実施予定

【見直しの対象】
・例規システム搭載の897例規

（条例230、規則202、要綱・要領等465）を対象

基本情報 柴田町の取組

課題：全庁周知・理解促進（庁内において、取組の本質的な意
義を浸透させることに苦慮した。例規担当から作業依頼を行っ
たことにより、各課の検討の比重が「条文改正の要否」に偏っ
てしまった。）。
工夫：アナログ規制の見直しに関わる担当者を対象に説明会や
ヒアリングを実施し、取組の趣旨を丁寧に周知することで理解
促進を図った。また、他団体の事例を参考に推進部門で作業手
順書を作成し、規制所管部門へ配布することで作業の円滑化を
支援した。

総数１，３１７件（条の数）
うち
・要見直し７４件

a-1      ３５件
a-2 ２件
a-3 ３６件

・見直し不要２１６件
b-1 １７３件
b-2 ４２件

・見直し否１２８件
・アナログ規制に該当なし８９９件

検討の結果

課題と工夫
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宮城県柴田町（Step１～Step３）

【見直し方針の策定】
• 方針及び工程の検討、規制

の洗い出し、周知、照会、
取りまとめ等

基本情報 Point

Step１～２
：推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• 12月～２月：点検・
見直し方針の策定

• ４月：推進体制の構
築

• ４月～９月：規制所
管部門との対面ヒア
リング対象者の選定、
点検対象の範囲設定

• 企画・法務の連携体
制 ：まちづくり政策
課（情報政策班・企
画班）と総務課（行
政 班 ） に よ る 混 成
チームを編成し、企
画立案と法務実務の
両面から推進力を確
保した

• ヒアリング対象者の
選定：ヒアリングは
DX推進委員に限らず
実務担当者も対象と
し、現場実態の把握
と当事者意識の醸成
を図った

• 点検対象の範囲設
定：点検対象は例規
システムに搭載され
た例規等に限定する
など、作業範囲を明
確化した

Step3：
規制の洗い出
し

• ７月：洗い出し結果
リスト納品

• ９月：デジタル庁に
よる庁内説明会実施

• デジタル庁事業に参
加し外部委託により
実施

• 広域的な知見共有 ：
説明会に近隣自治体
の参加を得て、地域
全体での機運醸成と
知見共有を進めた

【組織内の意識統一】
• 推進体制の構築
• 全庁的な方向性の決定、規

制の点検・見直しの指示

【見直しの実施】
• 例規改正、運用反映等の実施、工程表の公表

【見直しの方向性の検討】
• 見直しの必要性の検討/工程

表の提出
• 見直しの方法等の検討

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

【見直しの方向性の検討】
• 納品物の確認
• 規制所管部門への作業依頼
• 規制所管部門とのヒアリン

グの実施

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【規制の洗い出し】
• デジタル庁事業に参

加
• 洗い出しの実施

【規制の洗い出し】
• 全庁向け説明会実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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宮城県柴田町（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：
見直しの方向性
の検討

• 10～11月：見直しの
方向性の検討

• 12月：規制所管部門
とのヒアリングの実
施

• 手順書の作成：先進
自治体の事例を基に、
柴田町の体制・実情
に合わせて内容を精
査・修正した手順書
を推進部門が作成し、
検討作業の実効性を
確保するとともに手
戻りを防止した

• 対面ヒアリング等の
実施：対面ヒアリン
グ及び全課からの個
別照会への対応を通
じて、規制所管部門
の不安を解消し、判
断の質の向上を図っ
た

Step５：
例規改正・運用
反映

• ３月～：例規改正・
運用反映、工程表の
公表

• 一括改正による効率
化：３月議会での一
括改正を想定し、法
制事務の負担軽減を
図った

• ノウハウの横展開：
県内ネットワークを
活用して成果を共有
するなど他自治体へ
の横展開を図った

【見直しの実施】
• 例規改正、運用反映等の実施、工程表の公表

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【見直し方針の策定】
• 方針及び工程の検討、規制

の洗い出し、周知、照会、
取りまとめ等

【組織の意識統一】
• 推進体制の構築
• 全庁的な方向性の決定、規

制の点検・見直しの指示

【規制の洗い出し】
• デジタル庁横展開事

業採択
• 洗い出しの実施

【規制の洗い出し】
• 全庁向け説明会実施

【見直しの方向性の検討】
• 納品物の確認
• 規制所管部門への作業依頼
• 規制所管部門とのヒアリン

グの実施

【見直しの方向性の検討】
• 見直しの必要性の検討/工程

表の提出
• 見直しの方法等の検討

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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秋田県秋田市

【人口規模】
・約29万人

【体制】
・推進部門：秋田市デジタル化推進本部（9名）

【所要期間】
・約１年３ヶ月

【見直しの対象】
・市が所管するすべての①条例・規則・規程(858件)、②要綱・
要領等(約2,000件）を対象

アナログ規制に該当しうる条項を含む例規：
①条例・規則・規程：条例25件、規則36件、規程4件
②要綱・要領等   ：公印省略の対象となるもの約230件、法人
データベースレジストリの活用が可能なもの24件、その他のア
ナログ規制に該当するもの25件

基本情報 秋田市の取組

課題：規制所管部門に過度な作業負担をかけずに、アナログ規
制見直しの取組を進めること。
工夫：推進部門においてアナログ規制該当性の仮判定を行うこ
とで規制所管部門の着手を容易に。

また、規制所管部門への作業依頼時に、前提知識のない者で
も作業内容を理解できるように作成したマニュアルを作成・配
布。「何を確認し、どのように判断すればよいか」を明確にし
た。

・アナログ規制を含む条例（25件）のうち22件を一括改正条例
で、３件を個別改正により対応
・それ以外の規制について順次見直しを実施

検討の結果

課題と工夫
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【アナログ規制該当
性 の 仮 判 定 （ 要
綱・要領等）】

• 規制所管部門から
要綱・要領等の提
出受付

• 文字読込できない
ファイル多数のた
め、点検ツールを
用いたキーワード
検索を断念、職員
の目視で該当性の
仮判定

• 年明け１月以降に、
規制所管部門へ、
見直しの方向性の
検討を依頼予定

【デジタル化推進会議における方針説明・意見聴取】

【見直しの方向性検討(条例・規則)】
• マニュアル内の判定基準表に基づき、条

例・規則の改正の要否の検討
• 検討結果を推進部門へ報告

【洗い出し(条例・規則)】
• 推進部門によるアナログ規制該当性判断の

仮判定をダブルチェック

【規制所管部門への
作業依頼（条例・
規則）】

• 該当性判断のダブ
ルチェック、改正
要否の検討を依頼

秋田県秋田市（Step１～Step３）

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【方針の策定・周知、マニュアルの改訂】
• 一括点検・見直し方針の策定・周知
• 点検・見直しマニュアルの抜本的改訂

【見直しの方向性】
• 規制所管部門から

報告された検討結
果のとりまとめ

• とりまとめた内容
について文書法制
課と協議

• 例規改正が必要な
ものについては規
制所管部門と個別
に協議調整

基本情報 Point

Step1～2：
推 進 体 制 構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• 5月：4月までの、規制所
管部門主体でアナログ規
制見直しを進める方針を
転換(推進部門)

• 5月：「秋田市デジタル化
推進会議」における方針
案の説明、意見交換(推進
部門・規制所管部門)、
「秋田市アナログ規制の
一括点検・見直し方針」
の市長決裁による策定・
周知(推進部門)

• 5月：「秋田市アナログ規
制の一括点検・見直しに
かかる実施マニュアル」
の抜本的改訂(推進部門)

• 負担軽減による着手ハー
ドルの低下：規制所管部
門の負担軽減を旨とする
基本方針に転換し、マ
ニュアルを改訂すること
で、取組着手のハードル
を下げた。あわせて、方
針転換に伴い、推進部門
と規制所管部門の役割分
担を明確化した

• 双方向対話による理解促
進：本格始動前に、全部
局の次長が参加する全庁
会議における意見交換を
通じて庁内理解を深めた

• トップダウンによる推進
力確保：方針を策定し周
知徹底することで、取組
を推進する機運を醸成

Step3：
洗い出し

• 5月：条例・規則のキー
ワード検索(推進部門)

• 6～7月：条例・規則のア
ナログ規制該当性の仮判
定(推進部門)

• 8月：条例・規則について、
規制所管部門へ仮判定の
確認依頼(推進部門)

• 8～9月：条例・規則につ
い て 、 仮 判定 のダブ ル
チェック(規制所管部門)

• 8～12月：要綱・要領等
を目視で洗い出し(推進部
門)

• 一次案提示による検討作
業の円滑化：推進部門が
アナログ規制該当性の仮
判定まで行い、一次案を
提示することで、規制所
管部門の検討作業を円滑
化した

• 検討資料の提供：作業依
頼時にマニュアル等を添
付し、規制所管部門の作
業の円滑化と手戻りの抑
制を図った

• ダブルチェック：規制所
管部門が仮判定をダブル
チェックすることで、見
直しの抜漏れを防止した

【アナログ規制該当
性 の 仮 判 定 （ 条
例・規則）】

【取組に向けての準備】
• 当初は、規制所管部門主体で、アナロ

グ規制の見直しを進める想定で、方針
案やマニュアルなどの策定準備

• 庁内業務の兼ね合いで、規制所管部門
の負担を少なくし、推進部門主体で進
めていく方針に抜本的転換

• ５月に、準備していた方針案やマニュ
アルを抜本的に見直す

【キーワード検索
（条例・規則）】
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２月

３月

４月

５月
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８月

９月

10月

11月
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【規制所管部門への
作業依頼（条例・
規則）】

• 該当性判断のダブ
ルチェック、改正
要否の検討を依頼

秋田県秋田市（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：
見直しの方向
性検討

• 8月：推進部門から、規制
所管部門へ、条例・規則
についての見直しの方向
性検討依頼

• 8～9月：規制所管部門が、
条例・規則について、ア
ナログ規制の見直しの方
向性検討

• 9月：推進部門が、規制所
管部門から、条例・規則
についての検討結果の報
告を受けて、とりまとめ

• 判断基準の明確化と効率
化：規制所管部門への作
業依頼に際し、マニュア
ル（見直し要否判定基準
表等）を添付することで、
作業を効率化し、部門間
の判断の揺らぎを抑える
とともに、推進部門に集
中しがちな照会対応の負
担を軽減した

• 推進部門主導による全庁
的な整合性の確保：全規
制所管部門の検討結果を
推進部門が一元的に取り
まとめ、見直しの方向性
の一貫性と整合性を全庁
的に確保した

Step5：
例規改正・運
用反映

• 2月議会で、条例の一括改
正(利用料金掲示規制等)
と個別改正(市税条例等)
を提案する予定

• 公印省略に関連する要綱
等については条例改正後
に改正予定

• その他の要綱等も年度内
に改正予定

• 見直しから実行までのプ
ロセス明文化：見直しの
方向性の検討後から例規
改正に至るまでの具体的
な手順をマニュアルに明
記し、検討にとどまらな
い実行性を担保した

• 柔軟な改正手法の採用：
改正手法は、制度が共通
するものは一括改正、制
度が異なるものは個別改
正とする予定である

• 継続的な改善プロセス：
継続検討とした例規につ
いては、来年度以降も適
宜フォローアップする予
定である

【見直しの方向性検討(条例・規則)】
• マニュアル内の判定基準表に基づき、条

例・規則の改正の要否の検討
• 検討結果を推進部門へ報告

【洗い出し(条例・規則)】
• 推進部門によるアナログ規制該当性判断の

仮判定をダブルチェック

【アナログ規制該当
性 の 仮 判 定 （ 要
綱・要領等）】

• 規制所管部門から
要綱・要領等の提
出受付

• 文字読込できない
ファイル多数のた
め、点検ツールを
用いたキーワード
検索を断念、職員
の目視で該当性の
仮判定

• 年明け１月以降に、
規制所管部門へ、
見直しの方向性の
検討を依頼予定

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【見直しの方向性】
• 規制所管部門から

報告された検討結
果のとりまとめ

• とりまとめた内容
について文書法制
課と協議

• 例規改正が必要な
ものについては規
制所管部門と個別
に協議調整

【アナログ規制該当
性 の 仮 判 定 （ 条
例・規則）】

【デジタル化推進会議における方針説明・意見聴取】

【取組に向けての準備】
• 当初は、規制所管部門主体で、アナロ

グ規制の見直しを進める想定で、方針
案やマニュアルなどの策定準備

• 庁内業務の兼ね合いで、規制所管部門
の負担を少なくし、推進部門主体で進
めていく方針に抜本的転換

• ５月に、準備していた方針案やマニュ
アルを抜本的に見直す

【キーワード検索
（条例・規則）】

【方針の策定・周知、マニュアルの改訂】
• 一括点検・見直し方針の策定・周知
• 点検・見直しマニュアルの抜本的改訂

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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茨城県結城市

【人口規模】
・約５万人

【体制】
・推進部門：行革・デジタル推進課（３名）
※加えて、プロジェクトチーム（各部署から１名：約40名）

【所要期間】
・約２年3ヶ月

【見直しの対象】
・743例規（内訳：条例226、規則183、要綱等334）を対象

アナログ規制が含まれている可能性がある例規は289例規
（573条項）
※573条項の内訳：目視規制127、実地監査規制14、定期検

査・点検規制121、常駐・専任規制75、対面講習規制101、
書面掲示規制59、往訪閲覧・縦覧規制49、FD等規制27

基本情報 結城市の取組

課題：他団体に事例がない独自規定や前例がない規制の対応方
針の検討。また、規制所管部門の作業内容や意義への理解促進。
工夫：規制所管部門に対して国や他団体の類似例を参考にする
よう助言するとともに、規制所管部門の推進力のある職員に個
別に説明を実施することや、ヒアリングを通して必要なデジタ
ル化を進めるべく丁寧に説明し理解を求めた。

また、「PHASE」等の分類については、デジタル庁資料に拘
らず柔軟に考えるよう付言しながら規制所管部門へ照会。

・a-1.条文の改正が必要：83件（約14.5%）
・a-2.通知の発出等による解釈の明確化が必要：108件（約
18.8%）
・a-3.今後運用の変更のみを行う：83件（約14.5%）
・b-1. 既に運用まで変更済み：115件（約20.1%）
・b-2. 直ちには運用の変更は困難：36件（約6.3%）
・c-1. アナログ的な手段に限定することが適当：102件（約
17.8%）
・c-2. 活用可能な技術等が現時点で不存在：41件（約7.2% ）
・d.継続検討：5件（約0.9%）

※上記以外にアナログ規制対象外（非該当）と判断した件数あり

検討の結果

課題と工夫
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前年度

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

次年度

茨城県結城市（Step１～Step３）
基本情報 Point

Step１～２：

（推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定）

• 11月：取組状況調査
をきっかけに取組の
必要性を意識。11月
にデジタル庁の個別
型支援事業に応募

• １月下旬：横展開事
業応募に際して方針
の作成を開始

• 6月下旬：推進本部
（本部長＝市長）に
て見直し方針決定

• 6月下旬：プロジェク
トチーム設置要綱策
定

• 早期の市長説明の実
施：見直し方針は推
進本部の確定前に市
長へ説明し、トップ
の事前理解を得た

• 過去の実績を踏まえ
た体制構築：押印見
直しの実績を踏まえ、
行革・デジタル推進
課を中心に推進体制
を構築した

• 方針と体制の同時確
立：推進本部承認と
同時に方針を確定し
PTを発足させて速や
かに取組に着手した

• PTの役割明確化：PT
は、課内周知、相談
の一次受付、取りま
とめを担うことを明
確化した

Step3：
洗い出し（外
部委託）、類
型・PHASEの当
てはめ

• ４～９月：委託業者
による条文抽出

• ７月下旬：生成AI活
用のワークショップ
に参加

• 10月上旬：国におけ
る工程表に準ずる形
式のサンプルを作成
しデジタル庁へ提出

• 類型・PHASE分類に
拘泥しない方針の事
前周知：推進部門は、
規制所管部門が見直
しの方向性の検討に
注力できるよう、類
型やPHASE分類に過
度に拘る必要はない
旨を事前に周知した

例規改正・運用変更の実施
（※改正方式は一括改正を想定）

Step１～５

推進部門 規制所管部門

• 取組実施を決定
• デジタル庁の個別型支

援事業へ応募

委託業者

• 説明会の開催

【見直しの方向性】
• 各課で見直し実施

【見直しの方向性】
• 方向性のとりまとめ
• 方向性の確定

• 内規の見直し作業

【見直し方針】
• 推進本部で決定
• PTの発足

【洗い出しの委託】
• ４月～９月にかけ

てアナログ規制の
洗い出し作業の実
施を業者に委託

• ９月上旬に結城市
に納品

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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茨城県結城市（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：
見直しの方向
性の検討

• 10月中旬：ワーク
ショップ型全庁説明
会

• 11月上旬依頼（12
月下旬締切）：各課
において見直しの方
向性の検討を実施
（条例等のみ）

• ワークショップ型説明
会の開催：幹部を含む
職 員 参 加 の ワ ー ク
ショップ型説明会を開
催し、組織全体の理解
を深めるとともに、実
務担当者の当事者意識
を高めた。職員の疑問
点を解消し、推進部門
に集中しがちな照会対
応の負担を軽減

• 個別説明による理解醸
成：デジタルを「許容
する」方向で見直すこ
とを基本方針とし、規
制所管課に個別説明を
行って庁内の理解醸成

Step５：
例規改正・運
用反映

• 行革・デジタル推進
課による全庁取りま
とめ（～１月末）

• ３月：国における工
程表に準ずる形式の
HP公表

• R8年度：内規の見直
し実施予定

• R9.2月：R8年度当
初議会にて条例改正
予定

• ヒアリング：ヒアリン
グを通じて推進部門の
考え方を共有し、規制
所管部門の判断のばら
つきを抑制

• 外部ネットワーク活用
による横展開：ケーブ
ルTV主催のDX交流会
や定住自立圏の構成団
体との会議等を通じて
外部ネットワークを活
用し、ノウハウ横展開

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

9

前年度

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

次年度 例規改正・運用変更の実施
（※改正方式は一括改正を想定）

Step１～５

推進部門 規制所管部門

• 取組実施を決定
• デジタル庁の個別型支

援事業へ応募

委託業者

• 説明会の開催

【見直しの方向性】
• 各課で見直し実施

【見直しの方向性】
• 方向性のとりまとめ
• 方向性の確定

• 内規の見直し作業

【見直し方針】
• 推進本部で決定
• PTの発足

【洗い出しの委託】
• ４月～９月にかけ

てアナログ規制の
洗い出し作業の実
施を業者に委託

• ９月上旬に結城市
に納品



群馬県大泉町

【人口規模】
・約４万２千人

【体制】
・推進部門：企画戦略課

【所要期間】
・約１年10ヶ月

【見直しの対象】
・670例規（条例・規則・要綱・要領）を対象

アナログ規制に該当しうる条項：2,668件

基本情報 大泉町の取組

課題：全庁的に取組への意識や重要性の認知が当初は高くな
かった。また、小規模団体であることからも、少ない人数での
作業をできるだけ効率化する必要性が高かった。
工夫：ノーコード/ローコードツールにより検討対象リストや
FAQを一元管理し、全職員がアクセス可能・同時編集可能な環
境を整備した。

また、推進部門で規制の洗い出し作業を一括して行うととも
に、他団体の優良事例を参考に、画面のスクリーンショットを
多用し、デジタル庁マニュアルの参照ページを明記した手順書
を作成することで、規制所管部門の理解促進と作業効率の向上
に寄与した。

ー

検討の結果

課題と工夫
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群馬県大泉町（Step１～Step３）
基本情報 Point

Step１～２：
推 進 体 制 構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• 前年６月～11月：推
進体制の構築、点検・
見直し方針の策定

• ３月中旬：推進部門向
け勉強会を開催

• ３月下旬：課長級職員
向け説明会を開催

• ５月上旬：全庁向け説
明会を開催

• 既存組織を活用した推
進体制の構築：取組専
用チームは設けず、企
画戦略課が中心となっ
て、条例改正やデジタ
ル化を担う関係課と調
整し、推進体制を構築
した。

• 成果重視の優先順位
付：早期に見直しが可
能な規制類型（対面講
習、書面掲示、往訪閲
覧、FD規制）を優先
して対応する方針を策
定し、成果の早期創出
を図った

• 説明会の実施：組織の
意思統一を進めるため、
取組の初期段階におい
て課長級以上を対象と
する説明会を実施した。

Step3：
規制の洗い出
し

• ５月～９月：規制の洗
い出しを実施

• 点検ツール活用：規制
の洗い出しは推進部門
において「地方公共団
体向けアナログ規制点
検ツールα版」を活用
して行い、規制所管部
門の作業負担の軽減と
抽出作業の効率化を
図った。

【推進体制構築・アナログ規制
見直し方針決定】

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【組織の意識統一】
• 推進部門向け勉強会、課長級職

員向け説明会、全庁向け説明会
を開催

【規制の洗い出し】
• 「アナログ規制点検ツール（地

方公共団体向け）α版」を利用し
て実施

【見直しの方向性の検討】
• ノーコード/ローコードツール

を利用し、見直しの方向性を検
討

前年
6～12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

２月

３月

４月

【見直しの方向性の検討】
• ノーコード/ローコードツールを

利用し、規制所管部門において
検討した内容について確認の上、
見直しの方向性を確定

【見直しの実施】
• 例規改正、運用反映等の実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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群馬県大泉町（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：
見直しの方向性
の検討

• ９月末～3月：見直し
の方向性の検討

• デジタルプラット
フォームによるナ
レッジとコミュニ
ケーションの集約・
効率化：推進部門に
おいて、規制所管部
門が見直しの方向性
を 検 討 す る た め 、
ノ ー コ ー ド ／ ロ ー
コードツールを活用
し、庁内の全職員が
アクセス可能な環境
を整備した。あわせ
て、アナログ規制見
直しの手順書、FAQ、
質問受付等を同ツー
ル上で一元管理し、
情報検索に要するコ
ストの削減と事務連
絡の効率化を図った

Step５：
例規改正・運用
反映

• 10月：取組横展開用
の庁内ウェブサイト
運用開始

• ４月～：例規改正・
運用反映

• アナログ規制の横展
開用ウェブサイトの
運用：取組横展開用
の庁内ウェブサイト
（アナログ規制の見
直しを実施していま
す｜大泉町）を運用
しており、取組の進
捗に応じて順次更新
する予定である

【推進体制構築・アナログ規制
見直し方針決定】

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【組織の意識統一】
• 推進部門向け勉強会、課長級職

員向け説明会、全庁向け説明会
を開催

【規制の洗い出し】
• 「アナログ規制点検ツール（地

方公共団体向け）α版」を利用し
て実施

【見直しの方向性の検討】
• ノーコード/ローコードツール

を利用し、見直しの方向性を検
討

前年
6～12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

２月

３月

４月

【見直しの方向性の検討】
• ノーコード/ローコードツールを

利用し、規制所管部門において
検討した内容について確認の上、
見直しの方向性を確定

【見直しの実施】例規改正、運用反映等の実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

12
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埼玉県毛呂山町

【人口規模】
・約３万２千人

【体制】
・推進部門（総務課）

【所要期間】
・約１年７ヶ月

【見直しの対象】
・754例規を対象

アナログ規制に該当しうる条項を含む例規：348件（1,064条
項）

基本情報 毛呂山町の取組

課題：当初（R6.9月）は、庁内の理解が十分でなく、補正予算
案が不採択となった。上位法令の改正に伴う影響範囲を所管部
門が十分に把握できていなかった。
工夫：総務課（職員係）と連携して職員研修の一環として説明
会を実施し、説明会の出席率をほぼ100％を達成して庁内の理
解を一気に進めた。

⚫要見直し：113件(全体の約10.6％)
•条文の改正が必要（a-1）：49件
•通知の発出等による解釈の明確化が必要(a-2)：34件
•今後運用の変更のみを行う(a-3)：30件
⚫見直し不要（b-1、b-2）：191件(全体の約18％)
•現状でアナログ的な手段に限定されていない（既に運用まで
変更済み）(b-1)：105件
•現状でアナログ的な手段に限定されていない（直ちには運用
の変更は困難）(b-2)：86件

⚫見直し否（c-1、c-2）：167件（全体の約15.7％)
•アナログ的な手段に限定することが適当(c-1)：156件
•活用可能な技術等が現時点で不存在(c-2)：11件
⚫継続検討（d）：29件

検討の結果

課題と工夫
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埼玉県毛呂山町（Step１～Step３）

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

【推進体制構築・アナログ
規制見直し方針決定】

基本情報 Point

Step１～２：
推進体制構築・
アナログ規制見
直し方針決定

• 前年９～12月：推進
体制の構築、点検・
見直し方針の策定

• 6/20：全庁向け説明
会を開催

• 8/28：全庁向け説明
会（２回目）を開催

• 既存組織を活用した
推進体制の構築：取
組専用チームは新設
せず、例規改正の比
重が大きくなること
を踏まえ、文書法規
を所管する総務課を
推進部門として位置
付け

• 説明会の実施による
取組理解の促進：組
織内の理解と意識の
統一を図るため、全
庁向け説明会を2回
実施した。説明会は
人事担当と連携し、
職員研修の一環とし
て実施。全課から概
ね100％の出席を得
て、全庁的な取組の
理解浸透に繋がった

Step３：
規制の洗い出し

• ４～7月：委託業者
により規制の洗い出
しを実施

• デジタル庁事業に参
加し外部委託により
実施

【組織の意識統一】
• 全庁向け説明会を２回開

催

【見直しの実施】
• 例規改正、運用反映等の実施

【見直しの方向性の検
討】
• 各規制所管部門におい

て検討を実施

前年
9～12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

２月

３月

【見直しの方向性の検討】
• 納品物の確認
• 規制所管部門への作業依

頼
• 規制所管部門から提出さ

れる検討結果を確認

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【洗い出し】
• デジタ ル庁 事

業参加
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埼玉県毛呂山町（Step４～Step５）

基本情報 Point

Step4：
見直しの方向性
の検討

• ８月～11月末：見
直しの方向性の検討

• 作業要領の策定・発出
による検討の標準化：
推進部門が、規制所管
部門の見直し方向性検
討に用いる作業要領を
作成し、発出した

• 非該当条項も含めた再
点検の要請：洗い出し
の過程で「アナログ規
制に非該当」とされた
条項についても、規制
所管部門に見直し検討
を依頼し、検討漏れを
防止した

• 推進部門によるダブル
チェック：可能な限り
網羅的に見直しを進め
る方針の下、規制所管
部門が「非該当」と判
断した条項についても
推進部門が重ねて確認
し、検討漏れを防止し
た

Step５：
例規改正・運用
反映

• R8.3月～：例規改
正・運用反映

• 条例・規則・要綱の一
括改正：R8.3月議会に
合わせ、条例及び関連
する規則・要綱を一括
改正する予定である

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

【推進体制構築・アナログ
規制見直し方針決定】

【組織の意識統一】
• 全庁向け説明会を２回開

催

【見直しの実施】
• 例規改正、運用反映等の実施

【 見 直 し の 方 向 性 の 検
討】
• 各規制所管部門におい

て検討を実施

前年
9～12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

２月

３月

【見直しの方向性の検討】
• 納品物の確認
• 規制所管部門への作業依

頼
• 規制所管部門から提出さ

れる検討結果を確認

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【洗い出し】
• デジタル庁事

業参加
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東京都豊島区

【人口規模】
・約29万５千人

【体制】
・推進部門：政策経営部情報政策課・行政経営課・総務部総務
課法規担当

【所要期間】
・約１年２ヶ月

【見直しの対象】
・316例規（条例95、規則165、細則22、その他34）を対象

アナログ規制に該当しうる条項：1,652条項（条例511、規則
875、細則171、その他95）
※地方公共団体向けアナログ規制点検ツールα版で形式的チェッ
クを実施し、点検対象外と判断したものを除く
※区で定める全ての条例・規則等を対象（例規集掲載のものを
対象にまず作業し、条例や規則改正を行った後に例規集未掲載
の要領、要綱等も対応予定）

基本情報 豊島区の取組

課題：洗い出し作業については推進部門にて実施したが、ボリュームがか
なり大きく、負荷がかかった。条例改正の案件については、期限等の関係
もあり優先的に処理する必要があった。
工夫：洗い出し作業については、例規システムからデータを抽出し、デジ
タル庁アナログ規制点検ツールや生成AIを活用し、推進部門において一括
して実施した。

条文改正が必要な条例はその後の調整に時間を要するため、その他の規
制項目よりも早い提出期限（一次点検期限）を設定し、優先的に着手・抽
出するフローとした。

また、例規の改正は伴わないが、運用上、デジタル化の大きな支障と
なっている申請書類等での押印の取扱いについても全庁的な見直しを実施。

・運用の見直しには条文改正を要する条例16本のうち、見直しの影響が区
内部に留まる条例８本（書面掲示規制が中心）について一括改正条例によ
り対応。影響が事業者や区民等に及ぶものについては見直しの必要性・影
響等を十分に踏まえながら次年度の継続検討とした。
（参考）条例、規則の点検結果等の概要
・条例（95件）の点検結果：運用で対応済（31）、運用変更で対応予定
（19）、条例改正予定（16）、現状維持（29）
・規則（165件）の点検結果：運用で対応済（65）、運用変更で対応予定
（30）、規則改正予定（21）、現状維持（49）
・押印の見直し結果：区民、事業者、団体に押印を求めている書類の約8割
（約1,300件）で押印の省略が実現する見込み。

検討の結果

課題と工夫
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東京都豊島区（Step１～Step３）
Step１～５

推進部門 規制所管部門基本情報 Point

Step１：
組織の意思統
一・推進体制
の構築

• ２月～３月：推進体制
の構築

• 専門部署連携による
体制構築：情報政策
課を中心に、行政経
営課及び法務部門を
有する総務課が参画
し、アナログ規制事
務局としての体制を
構築した

Step２：
点検・見直し
方針の策定

• ２月～３月：見直し方
針策定

• 3月下旬：としま未来
会議にて策定した取組
方針が承認

• 既存施策との連動：行
政手続のオンライン化
を進める過程で、アナ
ログ規制見直しの必要
性に気付き、これを整
理した上で、庁議によ
り取組方針を決定した

Step3：
規制の洗い出
し ・ PHASE
の当てはめ

• ８月：全庁向けにアナ
ログ規制改革研修会を
実施

• ８月～１０月：規制所
管部門による対象とな
る条例の洗い出し、規
制根拠の分類

• 生成AI Difyのワーク
フロー機能を使用し、
独自に開発を実施

• １２月：併せて、押印
省略についての見直し
調査も実施

• ツール活用による効率
的な抽出：推進部門に
おいて地方公共団体版
点検ツールを活用し、
網羅的かつ効率的に洗
い出しを実施した

• 生成AIの活用による
留意点の抽出：アナロ
グ規制の見直しマニュ
アル等から見直しの方
向性や留意点を一括で
整理し、規制所管部門
に提示する検討一覧に
当情報を掲載

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

２月

３月

【推進体制の構築】
• 情報政策課を中心とし、関係する

3課にて推進体制を構築
【見直し方針の策定】
• 方針案策定、庁議での承認

【洗い出し】
• 全庁向け説明会実施
• 生成AIを活用し、規制所管部門

 にて洗い出し作業実施

【見直しの方向性検討】
• 条例改正方法の検討
• 改正案策定

（※３月議会での改正を目指す）

【見直しの方向性検討】
• 規制撤廃時期の検討
• デジタル技術活用時期の検討
• 条例改正方法の検討

【見直しの実施】
• 例規等改正、運用反映等の実施



東京都豊島区（Step３～Step５）
Step１～５

推進部門 規制所管部門基本情報 Point

Step３：
規制の洗い出
し・PHASEの
当てはめ

• 推進部門による洗
い出し結果の確認

• 規制所管課に提供
する情報を整理

• 生成AI出力結果の提供
形式調整：生成AIの出力
結果は、規制所管課が見
直しの方向性等の検討を
行いやすいような形式に
整理して提供した

Step４：
見直しの方向性
等の検討

• 10月～11月：AI出
力情報を参考に、
デジタル化の適否、
規制の撤廃時期等
を検討

• 改正対象条例の選
定、条例改正方法
（個別改正、一括
改正、通則）検討

• １月：全庁で申請
書類の押印廃止を
検討

• 見直しの方向性等の検討
に係る説明資料配布：見
直しの方向性について、
内容を具体的に検討でき
るよう、判断基準等を整
理した説明資料を作成し、
規制所管部門へ配布した

• 対象条例整理：一括改正
を基本としつつ、先行自
治体の取組状況を参考に、
区長・副区長とも協議の
上、改正対象とする条例
を整理した

Step５：
見直しの実施

• １月～：規制区分
ごとに改正が必要
な条例を整理し、
改正案を策定

• ２月～：次年度か
らの押印廃止に向
けた運用の準備

• 改正条例の優先付け：一
括改正対象のうち、影響
が区内部にとどまる条例
を中心に優先度の高いも
のから改正案を策定した。
区民又は事業者に影響が
及ぶ条例は、必要性及び
影響を精査した上で、次
年度に改正要否を判断す
ることとした

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

２月

３月

【推進体制の構築】
• 情報政策課を中心とし、関係する

3課にて推進体制を構築
【見直し方針の策定】
• 方針案策定、庁議での承認

【洗い出し】
• 全庁向け説明会実施
• 生成AIを活用し、規制所管部門

 にて洗い出し作業実施

【見直しの方向性検討】
• 条例改正方法の検討
• 改正案策定

（※３月議会での改正を目指す）

【見直しの方向性検討】
• 規制撤廃時期の検討
• デジタル技術活用時期の検討
• 条例改正方法の検討

【見直しの実施】
• 例規等改正、運用反映等の実施



東京都東村山市

【人口規模】
・約15万２千人

【体制】
・推進部門：経営改革課・法務課・情報政策課

【所要期間】
・約２年２ヶ月

【見直しの対象】
・所管する全例規（条例、規則、規定、訓令、要綱、要領、告
示）を対象

アナログ規制に該当しうる条項： 958条項
※例規システムに登載されているものについては委託事業によ
り洗い出しを実施。未搭載のもの（要綱、要領等）は各規制所
管部門により洗い出し作業を実施

基本情報 東村山市の取組

課題：アナログ規制の洗い出し作業の効率化の方策を検討。ま
た、アナログ規制見直しへの理解促進が課題。
工夫：例規システムに登録されていない要綱・要領等を対象に、
地方公共団体向けアナログ規制点検ツールα版を活用することで
作業を効率化。また、規制所管部門へ作業依頼を行う前に、デ
ジタル庁と推進部門により全庁向け説明会を実施。

⚫要見直し：50件(全体の約5.2％）
・条文の改正が必要（a-1）：21件
・通知の発出等による解釈の明確化が必要(a-2）：17件
・今後運用の変更のみを行う(a-3)：12件
⚫見直し不要（b-1、b-2）：110件(全体の約11.5％)
・現状でアナログ的な手段に限定されていない（既に運用まで
変更済み） (b-1)：106件
・現状でアナログ的な手段に限定されていない（直ちには運用
の変更は困難）（b-2）：4件
⚫見直し否（c-1、c-2）：94件（全体の約9.8％）
・アナログ的な手段に限定することが適当(c-1)：74件
・活用可能な技術等が現時点で不存在(c-2)：20件
⚫継続検討（d）：16件(全体の約1.7％)

※上記以外にアナログ規制対象外（非該当）と判断した件数あり

検討の結果

課題と工夫
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東京都東村山市（Step１～Step３）

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

【推進体制構築・アナログ
規制見直し方針決定】

基本情報 Point

Step１～２
：推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• R6.２月～12月：推
進 体 制 の 構 築 、 点
検・見直し方針の策
定

• 部署連携した体制構
築：全庁調整・例規
対応・情報政策
（DX・システム）面
を横断的にカバーで
きる体制として３課
(経営改革課・法務
課・情報政策課)で推
進

Step3：
規制の洗い出
し

• ４～９月：委託業者
により規制の洗い出
しを実施。

• 10月15、16日：全
庁向け説明会を開催

• 10月～11月：説明会
後に、規制所管部門
で例規集掲載以外の
要綱、要領について
洗い出し

・デジタル庁事業への参
加：デジタル庁が実施す
るアナログ規制の洗い出
し結果等を他団体に横展
開するための事業に参加。

・説明会の実施：規制所
管部門向け説明会を実
施し、説明会後に検討
を進めやすいように、
マニュアル、用例集、
等検討に必要な資料を
ひとまとめにして提供
庁内システムにて説明
会動画についても共有

・問い合わせ窓口一本
化：庁内の問い合わせに
ついては、LoGoチャッ
トのボットに集約し、規
制所管部門からの問合せ
に対して、スムーズに対
応できるようにした

・全庁向け説明会を開催

【見直しの実施】
・条例一括改正準備
・R8年３月議会にて例規改正、運用反映等の実施

【規制の洗い出し】
・要綱、要領等洗い出し
【見直しの方向性の検討】
・各規制所管部門において

検討を実施

令和６年
2～12月

令和７年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
1月

２月

３月

【見直しの方向性の検討】
・納品物の確認
・規制所管部門への作業依頼
・規制所管部門から提出される

検討結果を確認

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【規制の洗い出
し】
・デジタル庁横
展開事業採択
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https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/gyozaiseikaikaku/analog-reg-review.html
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東京都東村山市（Step４～Step５）

基本情報 Point

Step4：見直し
の方向性の検討

• 11月～12月末：見
直しの方向性の検討

• フローチャートの作
成・活用：推進部門が、
見直しの方向性を検討
する際の補助資料とし
て、見直しの方向性検
討用のフローチャート
を作成し、規制所管部
門に提供

• 推進部門によるヒアリ
ング：規制所管部門か
ら提出のあった内容に
ついては、推進部門で
統一的に確認を行い、
疑義が生じるような場
合は個別にヒアリング
を実施

Step５：例規改
正・運用反映

• R8.3月～：例規改
正・運用反映

• 条例の一括改正：R8.3
月議会に合わせ、条例
（主に書面掲示規制）
をいわゆる束ね改正条
例により一括改正

• 取組の公表：取組状況
のダッシュボードにつ
いてもHP上で公表

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

令和６年
2～12月

令和７年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
1月

２月

３月

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【推進体制構築・アナログ
規制見直し方針決定】

【規制の洗い出
し】
・デジタル庁横
展開事業採択
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【見直しの実施】
・条例一括改正準備
・R8年３月議会にて例規改正、運用反映等の実施

・全庁向け説明会を開催

【見直しの方向性の検討】
・納品物の確認
・規制所管部門への作業依頼
・規制所管部門から提出される

検討結果を確認

【規制の洗い出し】
・要綱、要領等洗い出し
【見直しの方向性の検討】
・各規制所管部門において

検討を実施



長野県駒ヶ根市

【人口規模】
・約３万１千人

【体制】
・推進部門（４名）

【所要期間】
・約１年2か月

【見直しの対象】
・全 685 例規（内訳：条例 214、規則 166、要綱等 305）を
対象

アナログ規制に該当する可能性がある条項を含む例規は 191
例規（370 条項）
※370 項目の内訳：目視規制 160、実地監査規制 4、定期検
査・点検規制 40、常駐・専任規制 14、対面講習規制 32、書面
掲示規制 31、往訪閲覧・縦覧規制 86、FD 等規制 3

基本情報 駒ケ根市の取組

課題：庁内における「アナログ規制」という言葉自体の認知不
足やアナログ規制の取組につき「無関心層」が多かった。
工夫：具体的なアナログ規制のリストを提示するとともに、規
制所管部署向けの説明会を複数回実施し、職員の「何をすれば
よいか分からない」という不安を解消した。また、規制所管部
門が条文上の制約と運用実態の乖離等を論理的に整理できるよ
う、フロー図を用いた判定基準を作成した。その際、規定の技
術中立性を推進部門で分類してから規制所管部署に照会するこ
とで、「規定上デジタル化不可」という理由のみで安易に見直
し不要と整理しないよう工夫した。

・改正が必要なもの（a-1）：6項目（全体の約1.6%）
・運用改善のみでデジタル化可能なもの（b-1※駒ヶ根市独自定

義）：104項目（全体の約28%）
・見直し不要（b-2）：76項目
・アナログ維持が適当と判断されたもの（c-1）：141項目（全
体の約38%）
・技術不在等のため見直し否（c-2）：12項目
・継続検討（d）：31項目

検討の結果

課題と工夫
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長野県駒ヶ根市（Step１～Step３）

幹部説明

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【見直し方針】
・庁議決定
・全庁展開
【勉強会】
・全庁向けの勉強会の実
施等

委託業者

【洗い出しの委
託】
・4月～8月にか
けてアナログ規
制の洗い出し作
業の実施を業者
に委託
・8月下旬に駒ヶ
根市に納品

【作業手順書等の整備】
・作業手順書を作成
・勉強会の実施

【見直しの方向性】
・各課で見直し実施

【見直しの方向性】
・見直しの方向性のとり
まとめ

・見直しの方向性の確定

例規改正・運用変更の実施

基本情報 Point

Step１～２
：推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• １月：事前に幹部会
議でアナログ規制見
直しについて事前説
明を実施

• 3月：庁議決定（見
直し方針の正式決
定）

• 4月：全庁勉強会の
実施

• 事前説明による合意形
成：庁議前の幹部会議
説明を実施することに
より、事前の理解形成
を徹底した

• 方針の確立：庁議決定
により、組織としての
正式な方針を確立した

• 早期の機運醸成：全庁
研修の早期（4月）実
施により、プロジェク
ト開始時の機運を醸成
した

• 点検範囲の包括設定：
点検対象に「条例・規
則・要綱等」を含み、
包括的に点検範囲を設
定し、抜け漏れを防止

Step3：洗い
出し（外部委
託）

• 4～8月 ：委託業者
によるアナログ規制
抽出

• 7/29：生成AI活用
のワークショップに
参加

• 判断前提の整理：洗い
出し時に、根拠法令・
規制根拠分類を行うこ
とで、方向性判断の前
提となる情報を整備

• 委託期間の有効活用 ：
委託期間（4月～8月）
を庁内理解の醸成と後
続工程の準備に充て、
洗い出し結果の受領後、
検討作業に速やかに着
手できる体制を整えた

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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長野県駒ヶ根市（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：見直
しの方向性の
検討

• 10月上旬： 全庁勉強
会の開催・作業手順書
の全庁配布等                 

• 10/27締切：各課にお
いて見直しの方向性の
検討・提出締切 

• 手順化による負荷軽減：
検討過程を明文化した作
業手順書を作成し、規制
所管部門の手順に関する
疑問解消を図った

• 直前フォローによる検討
の円滑化：検討作業直前
に勉強会を実施し、規制
所管部門の見直しの方向
性の検討着手時の疑問解
消を図った

• 全庁統一的な進捗管理：
明確な締切設定により、
一斉検討の実施と、推進
部門が主導することによ
り、規制所管課ごとの判
断のばらつきを防止した

Step５：例規
改正・運用反
映

• 企画振興課DX戦略室に
よる全庁取りまとめ
（10～11月）

• 年度内を目途に例規改
正 

• DX施策との整合性確
保：窓口改革・DX施策
との整合性を確認するこ
とにより、制度改正と運
用面の乖離を防止した

• スケジュールの設定と継
続的な見直し：年度内を
目標とすることで、検討
の後ろ倒しを防止すると
ともに、例規を生き物と
捉え、翌年度以降も継続
的に規制の見直しを実施

幹部説明

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【見直し方針】
・庁議決定
・全庁展開
【勉強会】
・全庁向けの勉強会の実
施等

委託業者

【洗い出しの委
託】
・4月～8月にか
けてアナログ規
制の洗い出し作
業の実施を業者
に委託
・8月下旬に駒ヶ
根市に納品

【作業手順書等の整備】
・作業手順書を作成
・勉強会の実施

【見直しの方向性】
・各課で見直し実施

【見直しの方向性】
・見直しの方向性のとり
まとめ

・見直しの方向性の確定

例規改正・運用変更の実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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【長野県駒ヶ根市～駒ヶ根市「アナログ規制の見直しの方向性」検討作業の実施方法～】

条文の内容上 実際の運用では 見直しの方向性

→ 手段がアナログ的な方法に限定されている
場合

（⑧FD等規制の場合は「記録媒体が特定され
ている場合」）

→ デジタル技術を活用している
④常駐・専任規制の場合 「デジタル技術の活
用により、必ずしも常駐する必要がない又は兼
任を認めている」
⑧FD等規制の場合 「条文で特定する記録媒
体以外での提出も認めている」

a-1 要見直し（条文の改正が必要）

→ デジタル活用はふさわしくない（デジタル
活用が生命・財産に負の影響）

c-1 見直し否（アナログ的な手段に限定することが適当）

→ デジタル技術が存在しない
⑧FD等規制の場合 「条文で特定する記録媒
体以外のデジタル技術が存在しない」

c-2 見直し否（活用可能な技術等が現時点で不存在）

→ デジタル活用を考えたい
⑧FD等規制の場合 「条文で特定する特定の
記録媒体以外を検討したい」

d 継続検討 

→手段がアナログ的な方法に限定されていない
場合

（⑧FD等規制の場合は「記録媒体が特定され
ていない場合」）

→ デジタルだけ
④常駐・専任規制の場合 「デジタル技術の活
用で常駐や専任を課していない」
⑧FD等規制の場合 「提出に際し記録媒体を
介さない」

a
要見直し
（デジタル限定を強く押し出すために条文改正や通知発
出等が必要）

→ デジタルも活用している b-1
見直し不要
（現状でアナログ的な手段に限定されていない。既に運
用まで変更済み）

→ 現時点でデジタル活用は困難 b-2
見直し不要
（現状でアナログ的な手段に限定されていない。直ちに
は運用の変更は困難）

【引用：駒ヶ根市「アナログ規制の見直しの方向性」検討作業の実施方法】

○Point
• 最初に、条文の文言上、「手段がアナログ的な方法に限定されているか否か」（技術中立性の有無）を検討する。
• 次に、規制所管部門において「実際の運用」を検討し、その検討結果に応じて、見直しの方向性を判断する。
• 分類に応じた相談窓口 を設置し、条文改正が必要なもの（分類a-1）に関する相談は「例規担当」が窓口となり、デ
ジタル活用による手段の改善・拡大（分類d：継続検討等）に関する相談は「DX戦略室」が窓口となる旨を周知した。

Step
１

Step
２

Step
３

Step
４

Step
５
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静岡県浜松市

【人口規模】
・約78万人

【体制】
・推進部門：デジタル・スマートシティ推進課・政策法務課・
情報システム課

【所要期間】
・約１年～

【見直しの対象】
・1,091例規（条例・規則・規程等）対象

アナログ規制に該当しうる条項を含む例規：220件（407条
項）
※220件の例規種別内訳：条例72、規則134、規程14
※407条項の規制区分内訳：目視規制70、実地監査規制22、定
期検査・点検規制142、常駐・専任規制27、対面講習規制8、書
面掲示規制106、往訪閲覧・縦覧規制32（R8.1末時点）

基本情報 浜松市の取組

課題：将来の例規制定・改正時にも新たなアナログ規制に該当
する例規を作らない仕組みづくりが必要。
工夫：例規制定改廃依頼書・調書に「アナログ規制の有無」の
記載欄を設け、調書の提出前にデジタル庁のアナログ規制点検
ツールを活用し、規制の有無を確認し、アナログ規制がある場
合には推進部門（デジタル・スマートシティ推進課）に確認し、
意見を求める事務フローを構築した。

・アナログ規制に該当した407条項のうち、141条項は見直し済
み（既に運用の見直しやデジタル化が取り組まれている）と
判断され、残り266条項について検討

・検討の結果、条文改正や解釈の明確化、運用方法の変更が必
要と判断されたものは約100条項

・約40条項の条例と規則を改正（※一部は一括改正で対応）

検討の結果

課題と工夫
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静岡県浜松市（Step１～Step３）
基本情報 Point

Step１：
組織の意思統
一・推進体制
の構築

• ４月：DX推進計画
2.0開始

• ４月：ワーキング
グループ（WG）発
足

• DX計画へ位置付け：
浜松市DX推進計画2.0
に、アナログ規制見直
しを取組事項の一つと
して位置付けた

• 法務・ICT調達部門の
参画：例規に含まれる
法務相談及びデジタル
技術導入に係る予算調
達の相談に対応できる
よう、WGに政策法務
課（法務グループ）及
び情報システム課
（ICTガバナンス推進
グループ）が参画した

Step２：
点検・見直し
方針の策定

• ４月～５月：見直
し方針策定

• BPRを前提とした見直
し方針：デジタル技術
の導入等が目的化しな
いようにBPRを前提と
した方針を策定した

• 見直しフローの作成：
点検・見直し方法をフ
ロー化した

• 手順マニュアルの整
備：画像付きで手順を
解説した洗い出しマ
ニュアルを整備した

• 様式の簡素化：類型を
削除するなど様式を簡
素化し、独自様式にて
調査を行った

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【推進体制の構築】
・ワーキンググループ発足4月

5月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

【見直し方針の策定】
・方針案策定
・マニュアル作成

【洗い出し】
・全庁向け説明会実施

【洗い出し】
・対象となる条例の調査
・規制根拠の分類

【調査結果確認】
・規制所管部門の調査結果分析

【見直しの方向性】
・例規規制見直し時期の検討
・デジタル技術活用方法の検討
・条例改正方法の検討・依頼

【見直しの実施】
・条例改正事務など

【調査結果の補正】
・推進部門の検討を踏まえた追
加調査

【見直しの実施】
・改正案作成（一括改正を基本）

7月

6月
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【推進体制の構築】
・ワーキンググループ発足4月

5月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

【見直し方針の策定】
・方針案策定
・マニュアル作成

【洗い出し】
・全庁向け説明会実施

【洗い出し】
・対象となる条例の調査
・規制根拠の分類

【調査結果確認】
・規制所管部門の調査結果分析

【見直しの方向性】
・例規規制見直し時期の検討
・デジタル技術活用方法の検討
・条例改正方法の検討・依頼

【見直しの実施】
・条例改正事務など

【調査結果の補正】
・推進部門の検討を踏まえた追
加調査

【見直しの実施】
・改正案作成（一括改正を基本）

7月

6月

静岡県浜松市（Step３～Step５）
基本情報 Point

Step3：
規制の洗い出
し・PHASEの
当てはめ

• ５月：全庁向けに
アナログ規制改革
研修会を実施

• ６月～７月：規制
所管部門による対
象となる条例の洗
い出し、規制根拠
の分類

• 研修直後の調査開始:
内容の理解度、熱量の
高い研修翌日から調査
開始

• 点検ツール活用：
規制所管部門がα版点検
ツールを用いて洗い出
しを実施。（例規制
定・改正時も活用し、
新たな規制を生まない
仕組みを構築）

• チャットでの質疑対
応：チャットルームで
随時質問に対応し、質
問・回答の迅速化と手
戻り削減

• Q&Aの一覧化：
質問を取りまとめQ&A
リスト化した

Step４：
見直しの方向性
等の検討

• ８月：調査結果の
内容確認

• ９月：条例改正方
法（個別改正、一
括改正）の検討

• 調査結果の確認・補
正：規制所管部門から
提出された調査結果を
精査し、推進部門を意
見を付した上で再度回
答を依頼。見直しの方
向性の粒度を統一化し
た

Step５：
見直しの実施

• 11月～：改正案作
成

• 調査票作成の依頼：一
括改正対象例規の改正
案作成を規制所管部門
に依頼した

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

Step１～５

推進部門 規制所管部門
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愛知県豊明市

【人口規模】
・約６万８千人

【体制】
・推進部門：企画政策課・情報システム課・総務課

【所要期間】
・トップダウン型：約１年５ヶ月
・ボトムアップ型：約３ヶ月

【見直しの対象】
・トップダウン型でアナログ規制に該当しうるとされた条項：
約2,000件
・ボトムアップ型で抽出されたモデル：受講料等の回収方法の
キャッシュレス化等に関する３業務がモデルとして抽出

基本情報 豊明市の取組

課題：初動段階において、地方公共団体における具体的な事例
が十分に示されておらず、制度理解につなげることが難しかっ
た点。また、現場においてデジタル実装を進めていく上で「条
文改正が必要だから対応できない」といった認識が生じやすく
意識の転換を図る必要があった。
工夫：「トップダウン型（悉皆的な見直し）」と「ボトムアッ
プ型（現場課題からの抽出）」の双方のアプローチを併用した。
特にボトムアップ型では、「デジタル実装をしたうえでの、運
用を見据えた手続」をまず40件程度抽出し、先行して要綱改正
等を実施するなどスモールスタートで着手し、デジタル実装を
前提としたモデルを構築することで、現場の意識改革を促進し
た。委託事業費については愛知県のDX関連補助金を活用した。

・スモールスタート（ボトムアップ型）による迅速な実績作り
数千件（豊明市：約2,000件）を対象とし１年以上を要するトッ
プダウン型に対し、現場の支障に着目したボトムアップ型では、
住民サービス上の課題がある手続約40件に絞って着手し、３か
月で要綱改正等の実績を創出した。

検討の結果

課題と工夫
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愛知県豊明市（トップダウン型）（Step１～Step３）

基本情報 Point

Step１～２：
推 進 体 制 構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• 12月～１月：推進体
制の構築

• １月～４月：点検・
見直し方針の策定

• ４月下旬：行政改革
推進本部会議（部長
級～市長）において、
取組説明を実施

• ６月下旬：規制所管
部門向け勉強会を開
催

• 12月中旬：規制所管
部門及び近隣団体向
け説明会を開催

• 部署横断の推進体制
整備：企画政策課、
情報システム課及び
総務課の3課が連携し、
調整・取りまとめを
担う推進体制を構築。
方針策定等は企画政
策課及び情報システ
ム課、例規改正の支
援は総務課が担当

• 行政改革推進本部会
議における説明：組
織の意識統一を図る
ため、取組初期段階
に幹部会議で取組内
容を説明

Step3：
規制の洗い出
し

• ４月～９月：規制の
洗い出し

• 洗い出し業務の外部委
託：規制の洗い出しは
外部事業者に委託

【推進体制構築・アナログ規制
見直し方針決定】

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【組織の意識統一】
• 行政改革推進本部会議での取組

説明（４月）、規制所管部門向
け勉強会の開催（６月）

【規制の洗い出し】
• 事業者に外部委託（４月～９月）

【見直しの方向性の検討】
• 各規制所管部門において検討を

実施

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

２月

３月

４月

【見直しの方向性の検討】
• 納品物の確認
• 広域勉強会の開催
• 規制所管部門への作業依頼
• 規制所管部門から提出される検

討結果を確認

【見直しの実施】
• 例規改正、運用反映等の実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

1月

２月

３月

４月

基本情報 Point

Step４：
見直しの方向性
の検討

• 10月～１月末：見
直しの方向性の検討

• 作業要領：推進部門が
作業要領を作成して判
断基準を共通化した上
で作業を依頼し、検討
負担の軽減及び判断の
ばらつき抑制を図る

• 検討工程の二段階化：
所管部門にはまず見直
しの方向性を判定させ、
「見直し要」を優先し
て着手することで、改
正効果の高い案件への
集中及び早期の成果創
出を図る

Step５：
例規改正・運用
反映

• R8.４月～：例規改
正・運用変更

• ホームページの整備：
成果が一定程度確認で
きた段階で、横展開用
に豊明市ホームページ
で情報を集約・公開す
ることを検討しており、
他団体への横展開を行
うことを見込んでいる

愛知県豊明市（トップダウン型）（Step４～Step５）

【推進体制構築・アナログ規制
見直し方針決定】

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【見直しの方向性の検討】
• 各規制所管部門において検討を

実施

【見直しの方向性の検討】
• 納品物の確認
• 広域勉強会の開催
• 規制所管部門への作業依頼
• 規制所管部門から提出される検

討結果を確認

【見直しの実施】
• 例規改正、運用反映等の実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

【組織の意識統一】
• 行政改革推進本部会議での取組

説明（４月）、規制所管部門向
け勉強会の開催（６月）

【規制の洗い出し】
• 事業者に外部委託（４月～９月）
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支障の洗
い出し

調査・ヒ
アリング

見直しの
検討

見直しの
実施

基本情報 Point

• ５～６月：現場の課題
の洗い出し、調査・ヒ
アリング

• 対象業務の制度点検：モデル実装業務
40事業を対象に、申請手続の根拠とな
る条例等についてオンライン化の阻害
要因となっている規制の有無を点検し、
見直し要否を検討

• ヒアリングの手段：所管部門の負担増
を避けるため、調査は簡易な方法で行
い、具体的な内容はヒアリングで聞き
取りを行った

• 対面効果が見込まれる手続の除外：面
談等の対面対応に効果がある申請業務
は見直し対象から除外し、無理なオン
ライン化は行わなかった

• ６月：見直しの検討

• 見直し対象の確定：検討の結果、講習
受講料等の回収に関する3業務について
見直しを実施することを決定

• ７月：見直しの実施

• 要綱改正による見直しの実施：見直し
を実施する3業務のうち2業務は、要綱
改正により見直しを実施

愛知県豊明市（ボトムアップ型）

• 支障の洗い出し
• 調査・ヒアリング

推進部門 規制所管部門

【見直しの検討】
• 各規制所管部門において検討を

実施

５月

６月

７月

【見直しの検討】
• 規制所管部門から提出される検

討結果を確認

【見直しの実施】
• 要綱改正
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三重県

【人口規模】
・169万人

【体制】
・推進部門：行財政改革推進課・法務課・デジタル改革推進課

【所要期間】
・約1年6ヶ月～

【見直しの対象】
・令和7年度は条例のみを対象（規則は翌年度以降）

アナログ規制に該当しうる条項が含まれる条例：49件（127
条項）

基本情報 三重県の取組

課題：同趣旨の条文であっても、担当者によって判断が異なっ
た。また、上位法令が変わっていない条例について、自治体独
自の判断で改正を行うことに対し、現場に心理的なハードルや
抵抗感があった。
工夫：初年度の対象を「条例のみ」に限定することで、所管部
門が作業に取り掛かりやすくすることとした。また、法務課が
中心となり「見直し否（c-1等）」と整理された規制について、
内容を再精査した。

ー

検討の結果

課題と工夫
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三重県（Step１～Step３）

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

Step１～５

推進部門 規制所管部門基本情報 Point

Step１：
組織の意思統
一・推進体制
の構築

• 令和６年夏：推進体
制の構築

• 令和６年秋：他自治
体の取組などの情報
収集

• ３月：各部局の総務
課長に対してアナロ
グ規制の点検・見直
しを実施することを
周知

• 推進部門：行財政改革
推進課（全体統括）、
法務課（法制執務）及
びデジタル改革推進課
（デジタル技術）を推
進部門とする体制を構
築

Step２：
点検・見直し
方針の策定

• ４月～５月：見直し
方針策定

• 対象範囲：見直し対象
は条例に限定し、規則
は次年度に見直す方針
に

Step3：
規制の洗い出
し・類型の
当てはめ

• ６月：全庁向けに説
明会を実施

• 点検ツールデモ等によ
る手順周知:説明会で
はデジタル庁のアナロ
グ規制点検ツールの使
い方デモを実施するな
ど、見直し手順の詳細
を作業担当者向けに説
明

• 作業要領・類型一覧の
整備：アナログ規制の
点検・見直し作業要領
及び類型一覧を作成し、
作業を効率化

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

【組織の意思統一】
・アナログ規制の点検・見直し
について全庁周知

【洗い出し】
・全庁向け説明会実施

【洗い出し】
・対象となる条例の調査

【見直し方針の策定】
・説明会開催に向けた検討

【洗い出し・見直しの方向性】
・改正の対象となる条例の選定

【見直しの方向性】
・条例改正の要否を再度検討

【見直しの方向性】
・法務課の再検討を踏まえ調査 34



三重県（Step３～Step４）

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

Step１～５

推進部門 規制所管部門基本情報 Point

Step3：
規制の洗い出
し・類型の
当てはめ

• ７月：規制所管部門
による対象となる条
例の洗い出し、
PHASEの当てはめ

• ８月：推進部門によ
る洗い出し結果の確
認

• 点検ツールを用いた洗
い出し：規制所管部門
が点検ツールを用いて
洗い出しを実施

• 庁内データベース経由
の問い合わせ対応：庁
内データベースを通じ
て寄せられたアナログ
規制見直しに関する問
い合わせには、推進部
門の関係課が回答

Step４：
見直しの方向性
等の検討

• ８月：改正の対象と
なる条例の選定

• ９月～12月：条例
改正の要否を再検討

• 法務課主導のレビュー
の実施：規制所管部門
から集約した洗い出し
結果のうち、見直し方
向性を「c-1（見直し
否：アナログ的な手段
に限定することが適
当）」・「c-2（見直
し否：活用可能な技術
等が現時点で不存
在）」または「d（継
続検討）」とした案件
については、法務課を
中心に見直し要否を再
検討した。これにより、
見直し不要・継続検討
とした判断の妥当性を
確認し、見直し要否判
断の精度を高めた

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

【組織の意思統一】
・アナログ規制の点検・見直し
について全庁周知

【洗い出し】
・全庁向け説明会実施

【洗い出し】
・対象となる条例の調査

【見直し方針の策定】
・説明会開催に向けた検討

【洗い出し・見直しの方向性】
・改正の対象となる条例の選定

【見直しの方向性】
・条例改正の要否を再度検討

【見直しの方向性】
・法務課の再検討を踏まえ調査 35



兵庫県たつの市

【人口規模】
・約７万２千人

【体制】
・推進部門：企画課・総務課・デジタル戦略推進課
・企画課：政策的観点、他団体への横展開ハンドリング
・総務課：法制審査、例規改正助言
・デジタル戦略推進課：とりまとめ、技術的支援

【所要期間】
・約１年9か月

【見直しの対象】
・819例規（条例 237、規則 189、要綱等393）対象

アナログ規制に該当しうる条項を含む例規：316例規（332条
項）
※332 条項の内訳：目視規制 81、実地監査規制 5、定期検査・
点検規制 68、常駐・専任規制 36、対面講習規制 50、書面掲示
規制 34、往訪閲覧・縦覧規制 46、FD 等規制 12

基本情報 たつの市の取組

課題：推進部門３課の役割分担の整理。また、「PHASE」等の
分類が難しく、Step４（見直しの方向性の検討）において、工
程表作成や要否判断に苦慮。
工夫：企画・総務・デジタルの３課でそれぞれ役割分担を明確
化した上で、連名で通知を発出することで、政策・法務・技術
のバランスを取りつつ庁内の協力を得やすくした。各種資料を
見ても「PHASE」等の判断がつかない場合は、無理に検討結果
を記載するのではなく、「判断が困難である旨を備考欄に書い
て提出する」という運用にし、推進部門で取りまとめた。

・a-1.条文の改正が必要：23件（全体の約6.9%）
・a-2.通知の発出等による解釈の明確化が必要：0件
・a-3.今後運用の変更のみを行う：69件（約20.8%）
・b-1. 既に運用まで変更済み：50件（約15.1%）
・b-2. 直ちには運用の変更は困難：51件（約15.4%）
・c-1. アナログ的な手段に限定することが適当：88件（約
26.5%）

・c-2. 活用可能な技術等が現時点で不存在：48件（約14.5% ）
・d.継続検討：3件（約0.9%）

※上記以外にアナログ規制対象外（非該当）と判断した件数あり

検討の結果

課題と工夫
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２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

R8年度
以降

兵庫県たつの市（Step１～Step３） Step１～５

推進部門 規制所管部門

【見直し方針】
・市長方針決裁
・HP公表

委託業者

【洗い出しの委託】
・4月～7月にかけて
アナログ規制の洗い
出し作業を外部委託
・7月中旬にたつの
市に納品

・説明会の開催

【見直しの方向性】
・各課で見直し実施

【見直しの方向性】
・見直しの方向性のとり
まとめ

・見直しの方向性の確定

例規改正・運用変更の実施

基本情報 Point

Step１～２
：推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• １月：デジタル庁の
横展開事業への応募
を決定した際に、推
進体制を確立

• ２月上旬：点検・見
直し方針の策定（HP
に方針公表）

• 推進体制の構築：次
年度以降の横展開も
見据え、企画・総
務・デジタルの3課で
推進体制を構築した

• 見直し方針の確立及
び公表：市長決裁に
より見直し方針を確
立し市HPで公表する
ことで、市民に対す
る見える化を図った

• 点検対象は、条例・
規則・要綱等とし、
点検範囲を明確に設
定した

Step3：洗い
出し（外部委
託）

• ４～７月 ：委託業者
による条文抽出

• ５月：デジタル化推
進リーダー会議開催

• ８月下旬 ：国におけ
る工程表に準ずる形
式のサンプルを作成
しデジタル庁へ提出

• ９月末～10月末：推
進部門における内規
の洗い出し

• デジタル化推進リー
ダーに対し、あらか
じめ全体スケジュー
ル等を周知し、洗い
出し後の工程を円滑
に遂行

• ４月から７月までの
洗い出し期間は、後
続工程の準備期間と
して位置付け

• 対象となる内部規程
等は、推進部門にお
いてシステムから抽
出

【デジタル化推進リーダー会議】
・アナログ規制見直しの取組概要

・今後のスケジュールの共有

【内規】
・洗い出し作業

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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兵庫県たつの市（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：見直
しの方向性の
検討

• 10月下旬： 全庁説明
会

• 11月上旬：規制所管
部門に作業依頼

• 12月下旬締切：
各課において内規を
含む見直しの方向性の
検討を実施

• 見直し方向性の検討依
頼に先立ち、デジタル
庁の個別型支援を活用
して勉強会（10月28
日）を開催し、検討作
業直前に理解醸成を
図った。これにより、
規制所管部門の疑問を
解消するとともに、推
進部門の負担を軽減し
た

• 締切（12月24日）を明
確に設定し、全庁で一
斉に見直しの方向性の
検討を実施した

Step５：例規
改正・運用反
映

• 推進部門による全庁取
りまとめ

• ３月：国における工程
表に準ずる形式のHP
公表

• 令和８年度以降：条例
改正など

• デジタル戦略推進課が
取りまとめを担い、関
係3課が連携して、所
管課の意見のばらつき
の調整及びフォロー
アップを実施した

• 例規の改正方式は、一
括改正を想定している

• 次年度以降は、広域行
政として定住自立圏構
成団体との共生ビジョ
ンを策定した上で、他
団体向け研修等を企画
する予定である

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

R8年度
以降

【見直し方針】
・市長方針決裁
・HP公表

【見直しの方向性】
・見直しの方向性のとり
まとめ

・見直しの方向性の確定

例規改正・運用変更の実施

【デジタル化推進リーダー会議】
・アナログ規制見直しの取組概要

・今後のスケジュールの共有

【内規】
・洗い出し作業

・説明会の開催

【見直しの方向性】
・各課で見直し実施

【洗い出しの委託】
・4月～7月にかけて
アナログ規制の洗い
出し作業を外部委託
・7月中旬にたつの
市に納品



島根県安来市

【人口規模】
・約３万４千人

【体制】
・推進部門：総務部DX推進課・総務課

【所要期間】
・約１年６ヶ月（R6.4月開始～R7.9月議会提出・改正） 

【見直しの対象】
・2,197例規を対象

アナログ規制に該当しうる条項を含む例規：142件(474条項)
※474条項の規制区分内訳：目視規制117、実地監査規制3、定
期検査・点検規制77、常駐・専任規制69、対面講習規制77、書
面掲示規制55、往訪閲覧・縦覧規制52、FD規制24

基本情報 安来市の取組

課題：対象規制の見直しを全て一気に進めることは規制所管部
門に過度の負担になりうると判断。また、規制の改正だけでな
く、職員・市民へどう周知するかの検討が必要。
工夫：対象例規全ての一括改正による作業の長期化・負担増を
避け、まずは見直しの効果がイメージしやすい書面掲示規制か
ら段階的に処理する方針とした。職員及び住民への周知につい
て、職員向け電子掲示板や広報紙により周知する予定。

・要見直しとなった62条項のうち、a-1要見直し（例規の改正）
が52件、a-2要見直し（運用の見直し）が10件
※書面掲示規制以外についても、継続して取り組む予定。

検討の結果

課題と工夫
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島根県安来市（Step１～Step３）

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

基本情報 Point

Step１～２
：推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• 令和６年４月～12
月：推進体制の構築
としてアナログ規制
見直し・点検本部を
設置、点検・見直し
方針の策定

• 法務部門との連携強
化：DX推進課が中心
となり、条例改正を
担う総務課と密接に
連携し、推進体制を
構築

• 職員負担やコストを
踏まえた方針策定：
コストや職員負担を
考え、早期に見直し
が可能である一部規
制類型（書面掲示、
往訪閲覧・縦覧、FD
等）を優先して見直
す方針を策定

Step3：
規制の洗い出
し

• 令和６年５月～12
月：規制の洗い出し
を実施（外部事業者
に委託）

• 洗い出しの委託：規
制の洗い出しについ
ては、例規システム
に登載されている全
ての例規等を対象と
し、委託事業により
実施

• 職員負担に配慮した
取組：委託事業者か
ら納品されたリスト
について、規制所管
部門が検討を行いや
すいように、推進部
門によりカスタマイ
ズし、職員負担に配
慮

【推進体制構築・アナロ
グ規制見直し方針決定】

Step１～５

規制所管部門向け説明会を開催

令和６年
４～12月

令和７年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
１月

２月

３月

推進部門 規制所管部門 委託業者

【洗い出しの委託】
・5月～12月にかけ
てアナログ規制の洗
い出し作業の実施を
業者に委託し、12
月末には完了

【見直しの方向性検討】
・各課で見直し作業実施

【見直しの方向性確定】
・見直しの方向性を取り

まとめ、推進部門内
で、統一見解を作成。

規制所管部門と調整し、
見直しの方向性の確定

・改正する条例を選定

【例規改正】
・9月定例会にて条例一括改正（書面掲示）

・令和8年度以降のアナログ規制見直しの進め方につい
て協議
・令和8年4月に施行する市のweb掲示板「電子掲示場」
について、職員、住民へ周知

【例規改正】
・条例以外の規則等改正
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島根県安来市（Step４～Step５）

基本情報 Point

Step４：見直し
の方向性の検討

• 2/12：規制所管部門
向け説明会（各課よ
り2名ずつ参加）

• 3/19締切：各課にお
いて見直しの方向性
の検討を実施

• 手順書整備と情報共
有：説明会後すぐに規
制所管部門が作業に着
手できるよう、手順
書・作業マニュアル等
を整備した。庁内シス
テムの掲示板で情報共
有を行い、問い合わせ
にも対応できる体制と
した

• スモールスタートで取
組推進：対象例規全て
を一括して改正しよう
とすると、長期間にわ
たるうえに職員の負担
が増大するため、まず
は書面掲示規制を中心
に条例改正に向けて取
組を進めた

Step５：例規改
正・運用反映

• 令和７年４月～７
月：DX推進課、総務
課による全庁とりま
とめ

• 令和７年９月定例会
にて条例一括改正
（書面掲示規制を対
象）

• 推進部門による統一見解
の作成：規制所管部門よ
り提出があった内容につ
いて、一つずつDX推進
課と総務課で内容を協議
し、統一見解を示した上
で修正等を行った

• 条例一括改正の実施：条
例改正については、総務
課で取りまとめ、一括改
正を実施

• 施行に向けた周知方法の
検討：条例改正に伴い、
令和8年4月施行内容の
周知方法を検討

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

規制所管部門向け説明会を開催

【例規改正】
・条例以外の規則等改正

推進部門 規制所管部門 委託業者

【洗い出しの委託】
・5月～12月にかけ
てアナログ規制の洗
い出し作業の実施を
業者に委託し、12
月末には完了

・令和8年度以降のアナログ規制見直しの進め方につい
て協議
・令和8年4月に施行する市のweb掲示板「電子掲示場」
について、職員、住民へ周知

令和６年
４～12月

令和７年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
１月

２月

３月

【推進体制構築・アナロ
グ規制見直し方針決定】

Step１～５
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【見直しの方向性確定】
・見直しの方向性を取り

まとめ、推進部門内
で、統一見解を作成。

規制所管部門と調整し、
見直しの方向性の確定

・改正する条例を選定

【例規改正】
・9月定例会にて条例一括改正（書面掲示）

【見直しの方向性検討】
・各課で見直し作業実施



徳島県吉野川市

【人口規模】
・約３万７千人

【体制】
・推進部門：デジタル推進課・総務課総務係・市長公室総合戦
略係

【所要期間】
・約１年２ヶ月

【見直しの対象】
・868例規（条例、規則、要綱・要領、各部署の内部規定等）
を対象

基本情報 吉野川市の取組

課題：全庁的な機運の醸成方法や、職員負担の軽減策の検討に
苦慮した。

工夫：デジタル庁の支援により説明会を2回実施したことから、
全庁的な機運が高まった。これにより、規制所管部門の
職員は見直し作業に円滑に着手できた。また、規制所管
部門に作業を依頼するに当たり、作業手順書を作成した。
あわせて、類型・PHASEの落とし込み作業に使用する表
を整理し、できるだけ作業がしやすい形に修正した。作
業の進行に伴い生じた疑問点や照会には、都度、速やか
に対応した。

総数１，２４１件 
うち
・要見直し ４０件

内訳（a-1…２１件、a-2…０件、a-3…１９件）
・見直し不要 ２５９件

内訳（b-1…１９３件、b-2…６６件）
・見直し否 ２４６件

内訳（c-1…２１９件、c-2…２７件）
・継続検討 １件
・アナログ規制非該当 ６９５件

検討の結果

課題と工夫

42



徳島県吉野川市（Step１～Step３）

【見直し方針の策定】
・令和７年2月～４月

推進体制の構築。見直し
方針の策定

【組織の機運醸成】
・令和７年３月

デジタル庁による説明会
実施

基本情報 Point

Step１～２
：推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• 令和７年２月：推進
体制の構築

• 令和７年２～４月：
見直し方針の策定

• 令和７年３月：デジ
タル庁による現地説
明会の実施

• 本部設置による全庁推
進：全庁的なDX推進
のため、吉野川市DX
推進本部を設置し、下
部組織として推進部門
を設置

• 説明会を起点とする機
運醸成：職員の理解醸
成に向け、デジタル庁
による現地説明会を実
施し、当該説明会を起
点として全庁的な機運
を醸成

• 網羅的な点検対象の設
定：見直しの対象は、
例規システムに搭載さ
れている例規等に加え、
各課が所管する内部規
程等（要綱・要領・内
規等）

Step3：
規制の洗い出
し

• ８月：洗い出しリス
ト納品。

• 11月：デジタル庁に
おける庁内説明会の
実施。

• デジタル庁事業に参加
するとともに、デジタ
ル庁の地方公共団体向
けアナログ規制点検
ツールα版（プロトタ
イプ）を使用

【見直しの実施】
・例規改正、運用反映等の実施、工程表の公表

【見直しの方向性の検討】
・見直しの必要性の検討/工

程表の提出
・見直しの方法等の検討

令和７年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
1月

２月

３月

【洗い出し】
・全庁向け説明会実施
【見直しの方向性の検討】
・納品物の確認
・規制所管部門への作業依

頼
・規制所管部門への確認作

業の実施

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【規制の洗い出し】
・デジタル庁事業参加
・洗い出しの実施
・洗い出しリストの納

品（８月）

【洗い出し】
・内規の提出

【洗い出し】
・各課所管の内規を照会

【洗い出し】
・点検ツールによる洗い出

しの実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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徳島県吉野川市（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：見直し
の方向性の検討

• 令和７年11～12
月：見直しの方向性
の検討（リスト作
成）

• 令和７年12月：提出
されたリストの確認
作業。（規制所管部
門への聞き取り等）

• 見直しの方向性の検討
プロセスの明確化：推
進部門において、規制
所管部門の見直し方向
性検討に係る作業用手
順書を作成し、11月
説明会資料として発出
した。手順書は先進自
治体の資料を踏まえて
作成。類型・PHASE
の表については、既存
のものが落とし込み作
業を行うのに少し難解
に感じたため、整理し、
できるだけ作業がしや
すい形に修正した

• 工程表作成に係る各課
からの質問には個別に
対応した

Step５：例規改
正・運用反映

• 令和８年6月～：例
規改正・運用反映、
工程表の公表

• 条例は一括改正、その
他の関係規程等は個別
改正

• 工程表は市ホームペー
ジで公表

• 共創PFでも他自治体
に取組みの結果を共有

【見直しの実施】
・例規改正、運用反映等の実施、工程表の公表

令和７年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
1月

２月

３月～

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【見直しの方向性の検討】
・見直しの必要性の検討/工

程表の提出
・見直しの方法等の検討

【見直し方針の策定】
・令和７年2月～４月

推進体制の構築。見直し
方針の策定

【組織の機運醸成】
・令和７年３月

デジタル庁による説明会
実施

【規制の洗い出し】
・デジタル庁事業参加
・洗い出しの実施
・洗い出しリストの納

品（８月）

【洗い出し】
・内規の提出

【洗い出し】
・各課所管の内規を照会

【洗い出し】
・点検ツールによる洗い出

しの実施

【洗い出し】
・全庁向け説明会実施
【見直しの方向性の検討】
・納品物の確認
・規制所管部門への作業依

頼
・規制所管部門への確認作

業の実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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福岡県北九州市

【人口規模】
・約90万人

【体制】
・推進部門：政策局DX・AI戦略室（法制課は「連携部署」）
※第2期「北九州市DX推進計画」（令和7年4月策定）にアナロ
グ規制見直しを位置づけ

【所要期間】
検討着手からSTEP４まで約１年

【見直しの対象】
・市が所管するすべての例規（条例：331、規則：355、規定：
145、要綱：765、要領：538、基準：47 他：175）を対象

アナログ規制に該当しうる条項：3,273件

基本情報 北九州市の取組

【課題】
・規制所管部門職員の見直し作業負担の軽減。
・見直しの実効性を担保するためのデジタル技術の導入。
【工夫】
・アナログ規制点検ツールを独自開発。また、アナログ規制該
否判断等について生成AIで素案作成するなど効率化。

・デジタル技術によるアナログの代替が可能か実証事業を実施。
遠隔臨場の分野でベンダーを巻き込み実証を実施。

・改正が必要なもの（a-1）：58件（約1.8%）
・通知の発出等による解釈の明確化が必要なもの（a-2）：14件
（約0.4%）

・今後運用の変更のみを行う（a-3）：44件（約1.3%）
・運用改善のみでデジタル化可能なもの（b-1）：605件（約
18.5%）

・見直し不要（b-2）：155件（約4.7%）
・アナログ維持が適当と判断されたもの（c-1）：705件（約
21.5%）

・技術不在等のため見直し否（c-2）：157件（約4.8%）
・継続検討（d）：93件（約2.8%）

検討の結果

課題と工夫
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照会②の発出
（照会②：見直し対象条文の抽出、規定改正等の必要性確認）

福岡県北九州市（Step１～Step３）
基本情報 Point

Step１～２
：推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• 12月～：DX推進計画
の意見交換・パブコメ
実施

• １月：「北九州市デジ
タル市役所推進本部会
議」に翌年度の取組概
要を付議

• ４月：DX推進計画に
アナログ規制の見直し
の取組を記載

• ６月：「スマらく区役
所サービスプロジェク
ト会議」に取組概要を
付議

• ７月：庁内オンライン
説明会で、推進体制構
築と見直し方針等を発
表。例規ファイルの収
集依頼と技術代替実証
の募集開始

• 既存の会議体「北九州
市デジタル市役所推進
本部会議」、「スマら
く区役所サービスプロ
ジェクト会議」を活用
することでスムーズに
立ち上げ

• 推進部門をDX・AI戦
略室のみとし、機動的
に推進しながら、必要
に応じて他組織と連携
する体制を構築

• 例規システムに掲載さ
れていない要領・要綱
等、規制所管部門で個
別に管理している例規
を追加

Step3：洗い
出し

• 7月～11月：対象とな
る例規ファイルについ
て、推進部門で開発し
た点検ツールを使用し
洗い出しを実施

•  11月：規制所管部門
にアナログ規制の候補
となる条文を照会

• 市独自で開発した点検
ツールで点検実施。職
員１名で約６時間で完
了

• 市独自で開発した生成
AI【参考１】を活用
し、対象の条文につい
て、アナログ規制の該
否判断一次判定を実施

令和６年
～12月

令和７年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
1月

２月

３月～

Step１～５

推進部門 規制所管部門

アナログ規制見直し方針の検討開始
DX推進計画の意見交換実施

スマらく区役所サービス
プロジェクト会議に取組概要を付議

DX推進計画にアナログ規制の
見直しの取組を記載

規制所管部門向けオンライン説明会を開催し照会①を発出
（照会①：例規ファイルの収集依頼、技術代替実証の募集）

技術代替実証エントリー

点検ツール・生成AIの開発・活用
し見直し対象条文を洗い出し

技術代替実証（工事現場における遠隔臨場）の実施

DX推進計画のパブコメ実施

規制所管部門からの回答を元に見直し方針の精査・確定
（随時）見直しが必要な例規の見直し

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

北九州市デジタル市役所推進本部
会議に翌年度の取組概要を付議
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福岡県北九州市（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：見直
しの方向性の
検討

• ～１月：規制所管部
門で、対象条文がア
ナログ規制かどうか
の判断及び見直しの
方向性について記載

• １月：技術代替実証
（工事現場における
遠隔臨場）の実施

• ２月～：推進部門と
規制所管部門で見直
し方針の精査・検討

• 規制所管部門向けに、
市が独自開発した「ア
ナログ規制の見直し支
援RAG【参考２】」を
北九州市AIポータルに
公開し、該否判断や方
向性の判断等で活用

• また、市のさらなるAI
活用の精度向上と規制
所管部門の見直し方針
検討の参考となること
を目的に、民間企業と
連携し生成AIを活用し
た該否判断や条文改正
案作成の取組を実施

• 見直しの検討時に参考
となる、「デジタル技
術による代替可能性」
について、実証事業と
して予算化。複数ベン
ダーから検証用の機器
等の提供を受け、工事
現場で疑似的な環境を
構築し遠隔臨場の実証
を実施【参考３】

Step５：例
規改正・運用
反映

• ２月～：随時見直し
が必要な例規の見直
し

Step１～５

推進部門 規制所管部門

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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照会②の発出
（照会②：見直し対象条文の抽出、規定改正等の必要性確認）

アナログ規制見直し方針の検討開始
DX推進計画の意見交換実施

スマらく区役所サービス
プロジェクト会議に取組概要を付議

DX推進計画にアナログ規制の
見直しの取組を記載

規制所管部門向けオンライン説明会を開催し照会①を発出
（照会①：例規ファイルの収集依頼、技術代替実証の募集）

技術代替実証エントリー

点検ツール・生成AIの開発・活用
し見直し対象条文を洗い出し

技術代替実証（工事現場における遠隔臨場）の実施

DX推進計画のパブコメ実施

規制所管部門からの回答を元に見直し方針の精査・確定
（随時）見直しが必要な例規の見直し

北九州市デジタル市役所推進本部
会議に翌年度の取組概要を付議

令和６年
～12月

令和７年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
1月

２月

３月～



福岡県北九州市 【参考１】推進部門における生成AIの活用（該否判断のプロンプト）

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５

※下記プロンプトは例であり、これを活用して出力された内容について、デジタル庁・北九州市が正確性担保や推奨を行うものでは一切ない。
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福岡県北九州市
【参考２】規制所管部門における生成AIの活用（北九州市作成資料抜粋）

Step５

Step１

Step２

Step３

Step４

【参考３】デジタル技術による代替可能性の検証（北九州市作成資料抜粋）

テクノロジーマップ掲載技術の活用可能性を検証するため、
公共工事現場において遠隔臨場（オンライン監督）を実証

工事受注者向けの手引書等
の見直しを検討へ
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福岡県大刀洗町

【人口規模】
・約１万６千人

【体制】
・推進部門：企画財政課・デジタル戦略推進係

【所要期間】
・約１年10ヶ月

【見直しの対象】
・アナログ規制に該当しうる条項を含む303例規(条例 91、規
則等 212)
※303項目の内訳：目視規制 84、実地監査規制 ９、定期検査・
点検規制 77、常駐・専任規制30、対面講習規制 24、書面掲示
規制 36、往訪閲覧・縦覧規制 34、FD 等規制 ９

基本情報 大刀洗町の取組

課題：規制所管部署がアナログ規制存置の理由を検討する際、
「目視が必要」などの抽象的表現ではなく、具体的かつ合理的
な理由を言語化することに苦慮。
工夫：全13課局の課長・係長級に対し、推進部門が対面で個別
ヒアリングを実施し、「アナログ規制とは何か」等の認識合わ
せを徹底。これにより、部署間の判断のブレを防止し、機運を
一気に高めた。また、個別の条例改正に加え、いわゆる「デジ
手条例」を整備し、包括的なオンライン化の根拠規定を設けた。

・要見直し：a-1（条文改正）29件（9.6%）、a-2（通知等に
よる解釈明確化）0件、a-3（運用変更のみ）0件
・見直し不要：b-2（規制は限定でないが運用変更は直ちに困
難）156件（51.5%）で最多、b-1（運用まで変更済み）47件
（15.5%）。
・見直し否：c-1（アナログ限定が適当）10件（3.3%）、c-2
（代替技術が現時点で不存在）3件（1.0%）。
・d（継続検討）： 11件（3.6%）。
・アナログ規制に該当しないもの：47件（15.5%）。

検討の結果

課題と工夫
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福岡県大刀洗町（Step１～Step３）

幹部説明
（予算確保）

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【推進体制確立】
・DX推進本部の専門部
会の議題として設定し、
全庁的な取組への機運
を醸成

委託業者

【洗い出しの委託】
・5月～12月にかけ
てアナログ規制の洗
い出し作業の実施を
業者に委託
・12月下旬大刀洗町
に納品

【見直しの方向性】
・納品物の確認（各課へ
展開する規制の選別）

・見直しの注意点につい
ての資料作成・全庁展
開

【見直しの方向性】
・各課で見直し実施

【勉強会】
・見直し結果の差が大き
いことから、幹部向け
説明会を実施

例規改正・運用変更の実施

基本情報 Point

Step１～２
：推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• 令和５年12月：予
算査定時にアナログ
規制見直しの取組に
ついて、町長まで認
識共有

• 令和６年４月 ：推
進体制確立

• 専門部会の設置：副町
長をトップとし全課局
から選出された職員で
構成される既存の会議
体（DX推進本部）の専
門部会（バックヤード
部会）においてアナロ
グ規制見直しを議題化
し、全庁的な機運を醸
成した

• 柔軟な進行管理：町と
して見直し方針は未策
定であるが、上記部会
において随時取組の方
向性を確認しつつ、着
実かつ柔軟に取組を推
進した

Step3：洗い
出し（外部委
託）

•  令和６年12月：委
託業者による条文抽
出（委託は５月）

• 動画活用による効率的
な周知：理解醸成及び
後続工程の準備のため、
7月に全庁向け、8月に
管理職向けに説明動画
を展開した

令和６年
１月～3月

令和５年
12月

４月

5月～11月

12月

令和７年
１月

２月～4月

5月

７月

8月

令和８年
３月

６月

【機運醸成】
・全庁向け、幹部向けに
説明動画を展開

【取組準備】
・説明動画を視聴

【見直しの方向性】
・再度、各課で見直
し実施

【見直しの方向性】
・全課局とヒアリン
グしながら見直しの
方向性確定

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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幹部説明
（予算確保）

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【推進体制確立】
・DX推進本部の専門部
会の議題として設定し、
全庁的な取組への機運
を醸成

委託業者

【洗い出しの委託】
・5月～12月にかけ
てアナログ規制の洗
い出し作業の実施を
業者に委託
・12月下旬大刀洗町
に納品

【見直しの方向性】
・納品物の確認（各課へ
展開する規制の選別）

・見直しの注意点につい
ての資料作成・全庁展
開

【見直しの方向性】
・各課で見直し実施

【勉強会】
・見直し結果の差が大き
いことから、幹部向け
説明会を実施

例規改正・運用変更の実施

【機運醸成】
・全庁向け、幹部向けに
説明動画を展開

【取組準備】
・説明動画を視聴

【見直しの方向性】
・再度、各課で見直
し実施

【見直しの方向性】
・全課局とヒアリン
グしながら見直しの
方向性確定

福岡県大刀洗町（Step４～Step５）

基本情報 Point

Step4：見直
しの方向性の
検討

• 令和７年２月下旬締
切：各課において見
直し方針の検討を実
施

• ３～４月：推進担当
者にて各課見直し結
果について検討

• ５月：町長含む幹部
職員向けに勉強会を
実施

• ６～７月：再度、各
課へ見直し方針の検
討を依頼

• ７月下旬：生成AI活
用のワークショップ
に参加

• ８月：推進部門によ
る、見直し方針につ
いての全課局ヒアリ
ング実施

• 判断基準の明確化：目
視規制や常駐規制など
の類型判断について、
部署ごとの解釈にばら
つきが生じるリスクを
予見し、全庁向けにガ
イドラインを展開した

• 全庁勉強会の開催：見
直し方向性の検討結果
に関する理解のばらつ
きを是正するため勉強
会を開催し、デジタル
庁職員が制度の趣旨と
先進事例の説明を行っ
た。これにより、町長
を含む幹部職員の理解
を促進

• 全庁ヒアリングによる
見直しの方向性の統
一：全課局を対象とし
たヒアリングを通じ、
町全体としての整合性
を確保した上で各規制
の見直しの方向性を決
定

Step５：例規
改正・運用反
映

・３月：条例改正など • フォローアップの実
施：推進部門が各所管
課の進捗に応じてフォ
ローアップを実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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令和６年
１月～3月

令和５年
12月

４月

5月～11月

12月

令和７年
１月

２月～4月

5月

７月

8月

令和８年
３月

６月



熊本県八代市

【人口規模】
・約12万人

【体制】
・推進部門：デジタル推進課（中心）
・法務部門：文書統計課

【所要期間】
・１年～２年（令和６年度中に洗い出しを実施）

【見直しの対象】
・対象範囲：条例、規則、告示、訓令

アナログ規制に該当しうる条項1,329件

基本情報 八代市の取組

課題：初動段階において、「アナログ規制」という言葉のイ
メージから、「規制を内容とする規定だけが見直しの対象では
ないか」等といった認識により、アナログ規制の見直しの必要
性について、理解を得るのに時間を要した。
工夫：デジタル庁と緊密にやりとりしながら、何度も説明の上、
意見のすり合わせを行い、推進方法の承諾を得た。また、デジ
タル庁の説明に加え、市独自の音声付きの手順書を作成して全
庁公開した。

・要見直し：40件（約３％）
・見直し不要：226件（約17％）
・見直し否：238件（約17.9%）
・継続検討：57件（約４.２%）
・非該当：766件（約58.3%）
・所管不明：２件（約0.１% ）

検討の結果

課題と工夫
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熊本県八代市（Step１～Step３）
Step１～５

推進部門 規制所管部門基本情報 Point

Step１：
組織の意思統
一・推進体制
の構築

• 令和７年４月：推進
体制の構築

• ５月：幹部職員へア
ナログ規制の点検・
見直しを実施するこ
との必要性を説明

• 法務部門との連携強
化：デジタル推進課
を中心としつつ、法
規所管である文書統
計課と頻繁に協議を
行うなど、緊密な連
携体制を構築した

• 丁寧な対話による、
合意形成：幹部職員
に対し、丁寧な意見
すり合わせを実施し
全庁的な推進体制を
確立

Step２：
点検・見直し
方針の策定

• 明確な見直し方針の
策定なし

• ９月規制所管部門用
作業手順書の作成

• 段階的な実施方針の
策定：今年度の見直
しの対象範囲を条
例・規則・告示・訓
令のみに絞り込み、
それ以外は翌年度に
見直しを実施予定

Step3：
規制の洗い出
し・類型の
当てはめ

• 令和６年度に外部委
託

• ７月：デジタル庁オ
ンライン説明会の実
施

• 説明会前に説明動画
を全庁に公開。説明
会後はFAQを作成し、
全庁に周知

• ツールの併用による
補完：外部委託の成
果物とデジタル庁の
アナログ規制点検
ツールを併用するこ
とで洗い出し漏れの
防止と作業精度向上
を図る

【組織の意思統一】
・推進体制の構築
・アナログ規制の点検・見直し
について全庁周知

【洗い出し】
・令和６年度末までに委託事業
で洗い出し

【見直し方針の策定】
・説明会開催に向けた資料作成

【見直しの方向性】
・規制所管部門で見直しの必要
性の検討/工程表の提出

【見直し方針の策定】
・規制所管部門用作業手順書作
成

【見直しの方向性】
・規制所管部門で見直しの方法
等の検討

【洗い出し】
・全庁向け説明会実施

【見直しの実施】
・個別改正予定

令和６年
12月

１月

２月

３月

令和７年
４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
1月

２月

３月

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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熊本県八代市（Step３～Step５）
基本情報 Point

Step3：
規制の洗い出
し・類型の
当てはめ

• ７月：規制所管部門
による見直しの必要
性の検討/工程表の
提出

• ナレッジベースの構
築：庁内掲示板に
「FAQ」を掲載するこ
とにより、規制所管部
門の疑問解消を図ると
ともに、個別対応に関
する事務局負荷を軽減
した

Step４：
見直しの方向性
等の検討

• ９月～10月：見直し
の方法等を検討

• スクリーニングの実
施：検討対象1,329件
のうち、要見直しとな
る条項を特定した
（40件）

• 見直し方法の具体化：
規制所管部門に対して
手順書を作成すること
で、要見直し（条文改
正・通知の発出・運用
変更）となった例規に
ついて、見直しの方法
の検討を工夫した。

Step５：
見直しの実施

• 10月～：見直しの実
施
令和７年度内の見直
し完了を当面の目標
に設定

• 見直しの実施：条例改
正、運用変更等の必要
な見直しを実施予定

• 柔軟な例規改正の実
現：規制所管課が改正
するタイミングに合わ
せて個別改正を実施し、
各課の実情に合わせた
柔軟な例規改正を実現

Step１～５

推進部門 規制所管部門

【組織の意思統一】
・推進体制の構築
・アナログ規制の点検・見直し
について全庁周知

【洗い出し】
・令和６年度末までに委託事業
で洗い出し

【見直し方針の策定】
・説明会開催に向けた資料作成

【見直しの方向性】
・規制所管部門で見直しの必要
性の検討/工程表の提出

【見直し方針の策定】
・規制所管部門用作業手順書作
成

【見直しの方向性】
・規制所管部門で見直しの方法
等の検討

【洗い出し】
・全庁向け説明会実施

【見直しの実施】
・個別改正予定

令和６年
12月

１月

２月

３月

令和７年
４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

令和８年
1月

２月

３月

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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熊本県宇土市

【人口規模】
・３万６千人

【体制】
・推進部門：デジタル推進室(主導)＋総務課(例規担当)の2課

【所要期間】
・約２年４か月

【見直しの対象】
・972例規（条例 279、規則 202、要綱等491 ）を対象

アナログ規制に該当しうる条項を含む例規： 288例規（656
条項）
※656条項の内訳：目視規制 157、実地監査規制 31、定期検
査・点検規制 137、常駐・専任規制 90、対面講習規制 111、
書面掲示規制 52、往訪閲覧・縦覧規制 53、FD 等規制 25

基本情報 宇土市の取組

課題：職員の「アナログ規制」に対する理解度が十分でなく、
検討の基準にブレが生じた。
工夫：ツール活用による管理: グループウェアやノーコードアプ
リを活用し、質問の集約・一覧化や、進捗ステータス管理（未
着手・回答済み等の管理）、コメント機能による指導を行った。
また、条例等は外部委託した一方、内規（要綱・要領）は規制
所管部門自身がデジタル庁の地方公共団体向けアナログ規制点
検ツールα版（プロトタイプ）を使用して洗い出しを実施したこ
とにより、所管部門のトータルの作業期間を長く確保。

・a-1.条文の改正が必要：33件（全体の約5.1%）
・a-3.今後運用の変更のみを行う：29件（全体の約4.4%）
・b-1. 既に運用まで変更済み：192件（全体の約29.3%）
・b-2. 直ちには運用の変更は困難：27件（全体の約4.1%）
・c-1. アナログ的な手段に限定することが適当：166件（全体
の約25.3%）
・c-2. 活用可能な技術等が現時点で不存在：８件（全体の約
1.2% ）
・d.継続検討：18件（全体の約2.7%）

※上記以外にアナログ規制対象外（非該当）と判断した件数あり

検討の結果

課題と工夫
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２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

令和７年度
以前

令和８年度
以降

・DX幹事会にて課長級へ
周知

⇒庁内へ取組周知

【見直し方針】
・第１版の策定

【見直し方針】
・第２版の策定

例規改正・運用変更の実施

熊本県宇土市（Step１～Step３） Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【洗い出しの委託】
・4月～9月にかけて
アナログ規制の洗い
出し作業の実施を業
者に委託
・9月上旬に宇土市に
納品

・各課で見
直し実施
（内規）

【見直しの方向性】
・方向性とりまとめ
・方向性の確定

基本情報 Point

Step１～２
：推進体制構
築・アナログ
規制見直し方
針決定

• ～令和５年度：DX推
進本部会議を通じ、
三役、部長級へ取組
の必要性を共有

• ～令和６年度：DX幹
事会を通じ、課長級
に対し取組む方向性
を確認の上、全庁周
知

• ２月上旬：点検・見
直し方針（第１版）
の策定

• ５月中旬：点検・見
直し方針（第２版）
の策定（市長決裁）

• ５月中旬：全庁説明
会

• 事前調整：方針策定
の前段階において、
市長・副市長への説
明を実施し、早期に
トップ層の理解を促
進

• 役割分担の明確化：
規制所管部門からの
質問について、例規
改正は総務課、デジ
タル化はデジタル推
進室が担当するもの
として相談窓口を区
分し、相談内容に応
じて的確に回答

• トップダウン：市長
を本部長とする推進
本部を経て、全庁的
な方針として確定

Step3：洗い
出し（外部委
託）、類型・
PHASEの当て
はめ

• ４～９月：委託業者
による条文抽出

• 10月２日：国におけ
る工程表に準ずる形
式のサンプルを作成
しデジタル庁へ提出

• 10月７日依頼～10月
20日〆切：各課で内
規の洗い出しを実施

• 活用ツール：庁内グ
ループウェア、ノー
コードツール(Q&A
管理)

• 内規の洗い出しを含
めて規制所管部門に
依頼することで、規
制所管部門側のトー
タル作業時間を長く
確保

・改正準備作業

・各課で見
直し実施

（条例等）

見直しの方向性検討

【内規の洗い出し】
・各課にて洗い出し

・9月末～11月にかけ
て独自で業者委託
・11月中旬に宇土市に
納品

【補足的な洗い出しの委託】

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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・説明会の開催

・説明会の開催

https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1294/11670.html
https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1294/11670.html
https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1294/11670.html


熊本県宇土市（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：見直
しの方向性の
検討

• ９月下旬：全庁説明
会

• ９月下旬：補足的な
例規洗い出し委託
⇒11月中旬：納品

• 10月下旬依頼（12
月中旬締切）：各課
において見直しの方
向性の検討を実施
（内規）

• 11月下旬依頼（12
月下旬締切）：各課
において見直しの方
向性の検討を実施
（条例等）

• 説明会開催：検討作業
開始前に、実務説明会
を開催することで、規
制所管部門の疑問を作
業前に解消

• クラウドツールによる
プロセス管理：
kintoneを活用し、検
討状況を一元管理。ま
た、推進部門が内容を
査読し、修正意見等を
直接付記する伴走型支
援を実施

• 補足的な例規洗い出し
を委託することで規制
所管部門の効率的な方
向性判断を実施

Step５：例
規改正・運用
反映

• 推進部門による全庁
取りまとめ

• ３月：国における工
程表に準ずる形式の
HP公表

• ～３月：例規及び内
規の改正準備

• スケジュール同期：継
続検討案件を除き、見
直し時期のタイムライ
ンを全庁で統一した。
これにより、所管課ご
との進捗ばらつきを抑
制し、後ろ倒しを防止

• 実効性重視のデジタル
化推進：条例改正を要
しない場合でも、デジ
タル化できる運用は積
極的に見直し

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

令和７年度
以前

令和８年度
以降

・DX幹事会にて課長級へ
周知

⇒庁内へ取組周知

【見直し方針】
・第１版の策定

【見直し方針】
・第２版の策定

例規改正・運用変更の実施

Step１～５

推進部門 規制所管部門 委託業者

【洗い出しの委託】
・4月～9月にかけて
アナログ規制の洗い
出し作業の実施を業
者に委託
・9月上旬に宇土市に
納品

・各課で見
直し実施
（内規）

【見直しの方向性】
・方向性とりまとめ
・方向性の確定

・改正準備作業

・各課で見
直し実施

（条例等）

見直しの方向性検討

【内規の洗い出し】
・各課にて洗い出し

・9月末～11月にかけ
て独自で業者委託
・11月中旬に宇土市に
納品

【補足的な洗い出しの委託】

・説明会の開催

・説明会の開催



鹿児島県薩摩川内市

【人口規模】
・約８万９千人

【体制】
・推進部門： スマートデジタル戦略室（中心）・総務課（法制
執務・例規審査）・行政経営課（BPR支援等の行革的視点）
※政策会議（市長・副市長等）への付議や「薩摩川内市スマー
トデジタル計画」に位置付けるとともに、実務レベルではDX推
進リーダー等を活用 

【所要期間】
・約１年５か月

【見直しの対象】
・1,177例規（条例 312、規則 334、要綱等531）を対象→

アナログ規制に該当する可能性のある例規は 324例規（867
条項）
※ 867条項の内訳：目視規制 205、実地監査規制 6、定期検
査・点検規制 271、常駐・専任規制 102、対面講習規制 125、
書面掲示規制 70、往訪閲覧・縦覧規制 72、FD 等規制 16

基本情報 薩摩川内市の取組

課題：規定上の文言にとらわれ、実務上の必要性やデジタル活
用の可能性の判断に苦慮する規制所管部署が当初多かった。
工夫：２回目の説明会で、推進部門担当者が判断のポイントに
ついて「もし自分自身が作業するならどうするか」という視点
に立ち、時間を割いて説明を行った。PHASEに関する問い合わ
せが推進部門に、多く寄せられた際「あくまで現在地と目標値
のための指標であるので、PHASEの分類に拘泥する必要はな
い」という運用にすることで、規制所管部署に本質的な検討を
促した。

・a-1.条文の改正が必要：40件（約4.6%）
・a-2.通知の発出等による解釈の明確化が必要：11件（約1.3%）
・a-3.今後運用の変更のみを行う：19件（約2.2%）
・b-1. 既に運用まで変更済み：233件（約26.9%）
・b-2. 直ちには運用の変更は困難：250件（約28.8%）
・c-1. アナログ的な手段に限定することが適当：264件（約
30.4%）
・c-2. 活用可能な技術等が現時点で不存在：37件（約4.3% ）
・d.継続検討：13件（全体の約1.5%）

※上記以外にアナログ規制対象外（非該当）と判断した件数あり

検討の結果

課題と工夫



例規改正・運用変更の実施

鹿児島県薩摩川内市（Step１～Step３） Step１～５

推進部門 規制所管部門

・取組実施を決定
・デジタル庁事業へ応募

委託業者

【洗い出しの委託】
・4月～8月にかけて
アナログ規制の洗い
出し作業の実施を業
者に委託
・8/19に薩摩川内
市に納品

・説明会の開催

【見直しの方向性】
・方向性とりまとめ
・方向性の確定

基本情報 Point

Step１～２
：推進体制
構築・アナ
ログ規制見
直し方針決
定

• 令和６年11月：個別
型支援応募をきっか
けに取組に着手

• 令和７年２月：推進
部門協議。点検・見
直し方針（第１版）
の策定

• ３月中旬：点検・見
直し方針（第２版）
の策定

• ３月中旬：政策会議
へ報告し全庁へ取組
を周知するとともに
議員全員協議会で市
議会へ報告

• ５月：見直し方針の
HP公開

• ５月下旬：全庁説明会

【推進体制と位置づけ】

• スマートデジタル計画
および「市役所改革」
への位置づけにより、
全庁的なガバナンスを
確保した

• DX推進リーダーを活
用

• 部長決裁および政策会
議への報告を経て、正
式な基本方針を策定し
た

• 対象範囲：点検対象
（条例・規則・要綱
等）の明確な範囲設定

Step3：洗
い出し（外
部委託）、
類型・
PHASEの当
てはめ

• ４～８月 ：委託業者
による条文抽出

• ８月下旬：国におけ
る工程表に準ずる形
式のサンプルを作成
しデジタル庁へ提出

• ９月２日～30日：各
課から提出があった内
規について推進部門に
て洗い出しを実施

【ナレッジ共有】

• 他課の質疑応答の内容
をTeamsを用いて共有
することで、全庁的に
確認できるようにした

【洗い出しの迅速な実施】

• 内規の洗い出しは３日
以内に推進部門から規
制所管部門に対して返
却した

・政策会議報告

・内規洗い出し ・各課で見直し実施

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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令和７年度
以前

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

・推進部門協議
・見直し方針第１版の策定

・政策会議報告

・見直し方針第２版の策定

・説明会の開催

・対象内規提出 見直しの方向性

https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1001/1/1/12317.html
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1001/1/1/12317.html
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1001/1/1/12317.html


鹿児島県薩摩川内市（Step４～Step５）
基本情報 Point

Step4：見直
しの方向性の
検討

• ９月：実務担当者向
け全庁説明会

※説明会動画はアーカ
イブにて配信

• ９月２日依頼～30日
締切：各課において
見直しの方向性の検
討を実施（条例等の
み）

【手順書・勉強会・個別
説明の組合せによる規制
所管課の理解促進】

• 手順書の作成・配布を
行い見直しの方向性の
判断基準を詳細に解説
することにより作業負
担を軽減

• 直前勉強会による不安
解消：検討作業直前に
勉強会を実施すること
により、規制所管部門
の疑問解消と推進部門
の負担軽減を実現

• 説明会後も状況に応じ
個別に説明を実施

Step５：例
規改正・運用
反映

• １月：政策会議にて
取組結果の報告。政
策会議後庁内へ通知
を発出・周知、工程
表を共有

• ３月：条例改正（一
括改正条例）など

• ３月：国における工
程表に準ずる形式の
HP公表

【所管課への丁寧なヒア
リング】

• 見直しに消極的な所管
課への丁寧なヒアリン
グを実施し理解を促進

• 政策会議付議による認
識統一：条例改正の議
会前に政策会議へ諮る
ことにより、幹部の理
解を醸成

Step１

Step２

Step３

Step４

Step５
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例規改正・運用変更の実施

Step１～５

推進部門 規制所管部門

・取組実施を決定
・デジタル庁事業へ応募

委託業者

・説明会の開催

【見直しの方向性】
・方向性とりまとめ
・方向性の確定

・政策会議報告

・内規洗い出し ・各課で見直し実施

令和７年度
以前

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

・推進部門協議
・見直し方針第１版の策定

・政策会議報告

・見直し方針第２版の策定

・説明会の開催

・対象内規提出 見直しの方向性

【洗い出しの委託】
・4月～8月にかけて
アナログ規制の洗い
出し作業の実施を業
者に委託
・8/19に薩摩川内
市に納品
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